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王
政
復
古
期
の
京
都
警
固
体
制

渡

邊

忠

司

は
じ
め
に

徳
川
政
権
の
解
体
と
王
政
復
古
は
旧
来
の
京
都
市
中
の
治
安
維
持
や

警
固
体
制
を
解
体
し
た
。
慶
応
三
年
（
一
八
六
七
）
十
月
十
二
日
の
大

政
奉
還
に
始
ま
り
、
十
二
月
九
日
の
王
政
復
古
、
維
新
政
府
の
成
立
で

完
結
す
る
政
権
交
代
が
そ
れ
で
あ
っ
た
（
表
１
、
本
稿
で
は
王
政
復
古

か
ら
明
治
三
年
ご
ろ
ま
で
を

王
政
復
古
期
」と
称
し
て
お
く
）。
慶
応

四
年
は
九
月
八
日
に
明
治
元
年
と
改
元
さ
れ
た
。

徳
川
政
権
の
解
体
は
京
都
市
中
の
治
安
維
持
・
警
固
体
制
の
解
体
で

あ
り
、
京
都
市
中
と
そ
の
周
辺
に
関
す
る
徳
川
政
権
京
都
支
配
役
職
の

廃
止
で
も
あ
っ
た
。
明
治
新
政
府
は
、
統
括
・
統
制
体
制
・
機
構
の

「
空
白
」
と
い
う
事
態
に
早
急
に
対
応
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。

慶
応
三
年
十
二
月
十
三
日
、
新
政
府
は
洛
中
・
洛
外
と
山
城
国
中
に
触

書
を
発
令
し
、
翌
十
四
日
に
は
上
・
下
京
三
役
か
ら
市
中
へ
触
れ
ら
れ

て
い
る１

）。今
度
御
一
新
大
変
革
ニ
付
而
者

、
非
常
御
手
当
之
た
め
禁
門
警

固
之
儀
列
藩
江

被
仰
付
、
兵
士
戒
服
之
儘
ニ
而

被
召
入
候
得
共
、

素
よ
り
干
戈
を
被
為
勤
候
御
趣
意
ニ
ハ
毛
頭
無
之
候
上
、
兼
而

御
洞
察
之
通
弥
以
平
穏
之
次
第
ニ
付
、
即
今
日
よ
り
凡
而

解
兵

被
仰
出
候
間
、
各
安
堵
致
し
産
業
を
営
へ
く
候
、

且
町
奉
行
所
之
事
、
追
々
御
取
調
へ
候
而

新
規
御
取
立
之
筋
茂

有
之
候
得
共
、
即
今
之
所
青
山
左
京
太
夫
、
本
多
主
膳
正
、
松

平
図
書
頭
等
へ
市
中
取
締
之
儀
被
仰
付
候
間
、
訴
訟
以
下
毎
事

右
三
藩
へ
可
申
出
候
事
、

一
前
文
三
藩
と
も
先
つ
是
迄
町
奉
行
所
ニ
於
而

万
事
取
斗
致
候
事
、

一
加
藤
遠
江
守

加
藤
能
登
守

松
浦
肥
前
守

小
出
伊
勢
守

植
村
駿
河
守

亀
井
隠
岐
守

右
六
藩
市
中
鎮
撫
之
た
め
見
廻
り
之
儀
被
仰
付
候
間
、
為
心
得
申
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達
候
事
、

十
二
月
十
三
日

右
之
通
被
仰
出
候
間
、
洛
中
洛
外
山
城
国
中
江

急
々
相
触
候
事
、

右
之
通
洛
中
江

相
触
候
様
被
仰
渡
候
事
、

十
二
月
十
四
日

上
下
京
三
役

こ
の
触
書
に
は
、「
御
一
新
大
変
革
」
に
よ
る
維
新
政
府
成
立
直
後

の
京
都
市
中
の
警
固
態
勢
が
示
さ
れ
て
い
る
。
第
一
に
、
非
常
手
当
の

た
め
に
禁
門
の
警
固
に
「
列
藩
」
を
動
員
し
て
い
る
こ
と
、
第
二
は
京

都
町
奉
行
（
所
）
廃
止
に
代
わ
る
市
中
取
締
を
青
山
左
京
太
夫
・
本
多

主
膳
正
・
松
平
図
書
頭
三
藩
に
命
じ
て
い
る
こ
と
、
第
三
に
「
市
中
鎮

撫
」
の
た
め
の
見
廻
り
を
加
藤
遠
江
守
（
近
江
水
口
）・
加
藤
能
登
守

（
伊
豫
大
洲
）・
松
浦
肥
前
守
（
肥
前
平
戸
）・
小
出
伊
勢
守
（
丹
波
園

部
）・
植
村
駿
河
守
（
大
和
高
取
）・
亀
井
隠
岐
守
（
石
見
津
和
野
）
六

藩
に
申
し
付
け
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。

こ
れ
ら
は
禁
裏
附
、
京
都
所
司
代
・
京
都
町
奉
行
、
京
都
守
護
職
と

京
都
見
廻
組
の
廃
止
と
そ
の
実
働
官
吏
で
あ
る
与
力
・
同
心
の
京
都
立

ち
退
き
に
対
応
し
た
緊
急
の
措
置
で
あ
っ
た２

）。
こ
の
後
、
十
二
月
十
五

日
に
新
政
府
が
王
政
復
古
を
各
国
に
通
告
、
明
治
政
府
の
成
立
と
な
っ

た
。
ま
た
「
京
都
府
」
の
発
足
と
京
都
役
職
の
変
化
が
あ
り
、
元
京
都

東
町
奉
行
所
が
市
中
取
締
役
所
に
改
称
さ
れ
、
京
都
市
中
の
治
安
・
維

持
・
警
察
の
機
能
は
三
藩
の
も
と
で
雑
色
が
担
う
こ
と
と
な
っ
た３

）。

こ
れ
ら
を
承
け
て
、
新
政
府
は
新
た
な
京
都
市
中
と
周
辺
に
関
す
る

警
固
体
制
と
し
て
元
京
都
与
力
・
同
心
を
主
体
に
し
た
警
察
機
構
（
治

安
維
持
機
構
）
の
構
築
に
取
り
組
み
、
編
成
し
て
い
く
。
そ
の
過
程
は

新
政
府
京
都
府
の
兵
隊
組
織
洛
陽
隊
か
ら
平
安
隊
、
次
い
で
警
固
方
へ
、

さ
ら
に
は
羅
卒
・
番
人
・
羅
卒
か
ら
巡
査
へ
と
、
元
与
力
・
同
心
を
新

表１ 文久～明治元年期の京都市中警固体制の変遷

年 次 主な事項

文久２年(1862)８/１ 松平容保京都守護職任命
12/24 京都守護職容保入洛

３年 １/５ 徳川慶喜入洛
１/28 浪士組入洛
３/13 幕府浪士組に帰府命令(残留者新撰組)

元治元年(1864)４/26 京都見廻役→見廻組
７/19 蛤御門の変

慶応３年(1867)６/29 京都東西町奉行所併合
10/15 大政奉還の勅許
12/９ 王政復古、京都町奉行所廃止
12/13 京都市中取締役・市中火消役、膳所・

篠山・亀山三藩を任命
12/13 平戸など六藩市中見廻役
12/28 雑色、盗賊筋御用触頭

４年
(明治元年)

８/10 京都府洛陽隊(府兵)創設
８/15 平安隊と改称(400名)
１/11 東町奉行役所を市中取締所へ
12/５ 平安隊規則など規定(発足)

明治２年 ７/３ 平安隊を警固方に改称(750人)

備考：丹羽家文書、『京都の歴史』年表・索引ほかによる。
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政
権
の
警
察
機
構
・
下
級
官
吏
へ
改
変
・
再
編
成
す
る
過
程
で
も
あ
っ

た４
）。明

治
維
新
は
薩
摩
・
長
州
を
中
心
に
し
た
政
治
的
変
革
過
程
と
し
て
、

枚
挙
に
暇
が
な
い
と
い
う
表
現
が
当
て
嵌
ま
り
す
ぎ
る
ほ
ど
多
く
の
研

究
が
あ
る
が
、
京
都
の
治
安
維
持
・
警
固
の
機
構
か
ら
排
除
さ
れ
た
元

与
力
・
同
心
ら
下
級
武
士
層
の
動
向
に
関
す
る
研
究
は
ほ
と
ん
ど
な
い
。

特
に
、
洛
陽
隊
や
平
安
隊
・
警
固
方
の
編
成
や
構
造
の
詳
細
は
あ
ま
り

検
証
さ
れ
て
い
な
い
。

本
稿
は
王
政
復
古
に
よ
っ
て
行
き
場
を
失
っ
た
京
都
の
元
与
力
・
同

心
が
維
新
政
府
の
も
と
で
と
っ
た
対
応
と
、
そ
の
動
き
に
対
す
る
維
新

政
府
の
対
応
を
検
証
す
る
。
京
都
に
お
い
て
は
、
洛
陽
隊
・
平
安
隊
、

警
固
方
と
続
く
警
察
機
構
の
整
備
が
そ
れ
で
あ
る
。

こ
の
過
程
は
、
一
方
で
は
薩
長
を
中
心
と
し
た
「
官
軍
」
が
全
国
を

平
定
し
て
い
く
過
程
で
あ
り
、
そ
れ
に
対
抗
す
る
よ
う
に
、
人
材
・
人

員
の
不
足
す
る
新
政
府
が
元
与
力
・
同
心
を
登
用
し
て
、
薩
長
中
心
の

支
配
行
政
機
構
と
は
異
な
っ
た
独
自
の
統
治
機
構
を
編
成
し
よ
う
と
試

み
た
過
程
で
も
あ
る
。
本
稿
は
そ
れ
を
検
証
す
る５

）。

一

洛
陽
隊
・
平
安
隊
の
創
設

（
一
）
徳
川
政
権
京
都
役
職
の
廃
止
と
新
政
府
の
対
応

慶
応
三
年
十
二
月
九
日
に
将
軍
職
辞
退
を
申
し
出
た
慶
喜
は
十
二
日

に
大
坂
城
へ
向
か
い
、
十
二
日
に
は
将
軍
職
辞
退
が
認
め
ら
れ
た６

）。
将

軍
職
辞
退
の
認
可
と
と
も
に
京
都
守
護
職
・
所
司
代
が
廃
止
さ
れ
、
当

該
役
職
者
は
職
免
さ
れ
た
。
京
都
町
奉
行
も
廃
止
さ
れ
、
京
都
市
中
の

徳
川
政
権
下
の
警
固
体
制
は
解
体
し
た
。

新
政
府
は
こ
の
事
態
に
早
急
に
対
応
す
る
必
要
が
あ
っ
た
が
、
新
規

の
体
制
を
設
置
す
る
余
裕
は
な
か
っ
た
。
取
り
敢
え
ず
の
対
応
は
、
旧

来
の
守
護
職
の
職
務
・
所
司
代
の
職
務
・
町
奉
行
の
職
務
に
対
応
す
る

人
員
を
配
置
し
、
特
に
京
都
市
中
の
治
安
維
持
・
警
固
の
実
働
部
隊
で

あ
っ
た
与
力
・
同
心
の
職
務
の
継
続
が
急
務
で
あ
っ
た
。
そ
の
対
応
は
、

①
禁
裏
禁
門
警
固
ほ
か
市
中
警
固
へ
の
列
藩
の
召
し
出
し
、
②
町
代
・

雑
色
へ
の
市
中
警
固
の
継
続
指
示
と
委
託
、
③
元
与
力
・
同
心
の
登
用

に
示
さ
れ
て
い
る７

）。

①
に
つ
い
て
は
、
前
出
の
慶
応
三
年
十
二
月
十
三
日
の
触
書
で
確
か

め
ら
れ
る
。
禁
門
警
固
に
つ
い
て
は
た
だ
列
藩
を
召
し
出
す
と
だ
け
あ

っ
て
、
具
体
的
な
藩
名
は
記
さ
れ
て
い
な
い
。
こ
れ
は
あ
く
ま
で
も

「
非
常
御
手
当
之
た
め
」
で
あ
り
、
体
系
的
な
警
備
体
制
の
設
置
で
は

な
か
っ
た
。
そ
の
た
め
、
兵
士
は
「
戎
服
之
儘
」
で
の
召
し
出
し
と
な

っ
た
。
触
書
に
「
干
戈
」
の
た
め
で
は
な
く
、
招
集
し
た
日
か
ら
の

「
解
兵
」
と
安
堵
し
て
産
業
を
営
む
こ
と
を
強
調
し
て
い
る８

）。
こ
れ
は

徳
川
政
権
の
崩
壊
と
王
政
復
古
と
い
う
状
況
か
ら
、
列
藩
の
招
集
を
市

民
が
戦
闘
動
員
と
錯
覚
し
て
も
無
理
の
な
い
こ
と
で
あ
っ
た
た
め
で
あ
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る
。と

も
か
く
十
二
月
十
三
日
に
は
、
町
奉
行
の
職
務
で
あ
る
市
中
取
締

を
青
山
左
京
太
夫
ら
三
藩
に
、
市
中
見
廻
り
を
加
藤
遠
江
守
ら
六
藩
に

命
じ
た
。
同
月
十
五
日
に
は
加
洲
（
加
賀
藩
）
に
市
中
巡
邏
を
命
じ
、

十
八
日
に
加
洲
・
土
州
・
薩
州
・
中
川
修
理
太
夫
の
四
藩
に
「
洛
中
洛

外
の
巡
邏
」
を
命
じ
て
い
る９

）。

三
藩
は
取
締
御
役
所
（
元
の
町
奉
行
所
、
こ
の
時
点
で
は
錦
小
路
烏

丸
西
江

入
所
の
上
下
京
会
所
）
へ
出
勤
し
、
洛
中
の
訴
訟
以
下
の
事
柄

を
取
り
扱
い
、
さ
ら
に
十
二
月
二
十
日
（
ま
た
は
二
十
一
日
）
に
は
六

藩
に
対
し
て
、
市
中
見
廻
り
の
持
ち
場
を
定
め
て
い
る10

）。

こ
れ
ら
は
旧
来
の
町
奉
行
と
所
司
代
あ
る
い
は
守
護
職
の
職
務
に
対

応
し
た
配
置
で
、
少
な
く
と
も
一
三
藩
に
よ
っ
て
担
わ
れ
て
い
た
と
い

え
る
。
こ
れ
に
対
応
し
た
実
務
は
、
②
の
町
代
・
雑
色
に
よ
る
与
力
・

同
心
の
職
務
の
引
き
継
ぎ
で
あ
っ
た
。
同
月
十
一
日
に
廻
状
さ
れ
た
町

奉
行
所
の
廃
止
の
触
書
と
と
も
に
、
そ
の
但
書
で
、
雑
色
と
上
・
下
京

三
役
に
対
し
て
「
是
迄
之
通
詰
所
へ
出
勤
」
す
る
よ
う
に
沙
汰
し
て
い

る11
）。

今
度
京
都
町
奉
行
所
御
廃
止
相
成
候
間
、
此
段
山
城
国
中
江

早
々

可
相
触
も
の
也
、

卯
十
二
月

右
十
一
日
廻
ル

右
触
書
早
々
組
町
へ
御
廻
し
可
被
成
候
、

但
、
雑
色
町
代
者

是
迄
之
通
詰
所
へ
出
勤
可
致
旨
御
沙
汰
ニ

御
座
候
ニ
付
、
万
事
何
事
ニ
よ
ら
す
此
方
江

御
届
ヶ
可
被
成

候
、

橋

本

金

七

橋
本
全
七
は
上
京
の
町
代
二
八
人
の
う
ち
の
一
人
で
あ
っ
た
。
こ
の

沙
汰
は
旧
来
の
与
力
・
同
心
の
職
務
と
、
旧
来
か
ら
雑
色
が
果
た
し
て

い
た
役
割
を
引
き
継
ぐ
こ
と
で
あ
っ
た
。

（
二
）
府
兵
隊
洛
陽
隊
・
平
安
隊
の
創
設

新
政
府
は
慶
応
四
年
（
明
治
元
年
、
一
八
六
八
）
に
入
る
と
、
京
都

市
中
の
新
統
治
機
構
の
編
成
を
始
め
た
。
正
月
十
日
に
は
烏
丸
三
条
東

入
町
の
市
中
取
締
所
を
元
の
東
町
奉
行
所
役
所
と
決
め
、
同
十
一
日
に

は
そ
こ
へ
移
し
た
。
同
日
に
は
市
中
巡
邏
担
当
の
松
浦
肥
後
守
・
加
藤

能
登
守
、
同
月
二
十
五
日
に
は
市
中
触
頭
と
公
事
訴
訟
を
担
当
し
て
い

た
雑
色
も
職
務
を
免
除
さ
れ12

）、
元
年
閏
四
月
二
十
九
日
に
京
都
府
が
発

足
し
た
。

新
政
府
は
京
都
市
中
の
治
安
維
持
・
警
固
体
制
と
し
て
、
新
政
府
で

初
め
て
の
、
ま
た
列
藩
に
依
拠
し
な
い
独
自
の
兵
隊
組
織
の
創
設
を
意

図
し
て
、
京
都
府
の
府
兵
、
洛
陽
隊
の
編
成
を
発
令
し
た
。
元
所
司
代

与
力
岡
田
良
之
助
は
慶
応
四
年
辰
年
八
月
十
日
に
京
都
府
に
呼
び
出
さ

一
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れ
、
四
ツ
時
、
二
條
城
大
書
院
の
間
へ
武
刻
羽
織
袴
の
正
装
で
出
仕
し

た
。
京
都
府
判
事
（
長
谷
信
篤
）
ほ
か
の
役
人
の
前
で
洛
陽
隊
へ
の
入

隊
を
申
し
付
け
ら
れ
た
。
岡
田
良
之
助
の
残
し
た
同
年
八
月
の
記
事
に

は
「
御
趣
意
書
写
」
と
し
て
、
末
尾
に
「
洛
陽
隊
江

入
隊
被
仰
付
候

事
」
と
記
さ
れ
て
い
る13

）。

今
般
京
都
府
兵
隊
御
組
立
に
相
成
、
洛
陽
隊
与

相
唱
候
、
第
一
御

守
衛
を
旨
し

（ママ）
、
市
中
者

固
よ
り
山
城
国
全
国
之
土
地
を
守
り
、
土

着
不
同
之
兵
と
相
立
、
勤
王
志
願
之
者
ハ
撰
之
入
隊
被

仰
付
候

ニ
付
、
厚
ク
右
之
御
趣
意
を
奉
シ
精
々
勉
励
い
た
し
候
様
被
仰
付

候
事
、

但
追
而

操
練
熟
否
検
査
之
上
隊
次
（ママ）

甲
乙
被

仰
付
候
ニ
付
、
先

当
分
之
処
惣
隊
混
雑
之
儘
無
他
念
操
練
一
途
之
心
掛
、
精
々

勉
励
い
た
し
候
様
被

仰
付
候
事
、

八
月

こ
れ
に
よ
る
と
、
洛
陽
隊
は
藩
兵
の
動
員
で
は
な
く
、
京
都
市
中
・

山
城
国
守
衛
の
「
土
着
不
同
之
兵
」、
京
都
「
土
着
」
の
兵
隊
の
創
設

で
あ
り
、
ま
た
新
政
府
に
よ
る
直
属
兵
隊
の
創
設
で
あ
っ
た
。

趣
意
書
に
は
、「
勤
王
志
願
之
者
」
は
撰
ん
で
入
隊
を
仰
せ
付
け
る

と
あ
る
よ
う
に
、
徳
川
政
権
の
職
務
に
就
い
て
い
た
者
で
も
勤
王
の
意

思
が
あ
れ
ば
拒
否
し
な
い
こ
と
を
示
唆
し
、
ま
た
「
土
着
」
の
兵
隊
と

す
る
と
あ
る
こ
と
か
ら
、
京
都
土
着
・
地
付
の
元
与
力
・
同
心
を
前
提

に
し
て
い
た
と
い
え
よ
う
。
こ
れ
は
慶
応
四
年
正
月
か
ら
五
月
に
か
け

て
、
職
を
失
っ
た
元
与
力
・
同
心
ら
が
新
政
府
に
登
用
を
歎
願
し
要
望

し
て
い
た
求
職
・
救
済
活
動
へ
の
対
応
で
も
あ
っ
た14

）。

趣
意
書
に
は
、
勤
王
の
ほ
か
兵
隊
の
選
抜
基
準
も
あ
っ
た
。「
操
練

熟
否
検
査
之
上
」
と
あ
る
よ
う
に
、
武
芸
の
熟
練
度
も
入
隊
可
否
の
要

件
で
あ
っ
た
。
こ
れ
は
元
与
力
・
同
心
に
対
し
て
、
正
月
か
ら
五
月
に

か
け
て
出
さ
れ
た
元
与
力
・
同
心
ら
の
「
歎
願
書
」「
再
勤
歎
願
書
」

な
ど
に
新
規
登
用
の
判
断
材
料
と
し
て
歎
願
書
・
下
坂
者
・
在
京
者
・

未
帰
京
者
の
区
分
と
家
族
数
、
人
物
・
品
格
・
才
芸
な
ど
を
書
き
上
げ

さ
せ
た15

）が
、
そ
れ
を
前
提
に
し
た
「
甲
乙
」
の
区
分
で
あ
ろ
う
。

洛
陽
隊
は
「
惣
隊
混
雑
」
し
て
い
る
状
態
で
あ
る
が
、
他
念
な
く

「
操
練
一
途
」
を
心
掛
け
る
よ
う
に
と
の
但
し
書
き
が
付
け
ら
れ
、
訓

練
が
仕
事
と
さ
れ
て
い
る
。
岡
田
良
之
助
は
八
月
十
五
日
か
ら
操
練
の

た
め
に
「
府
練
場
」
へ
出
頭
を
命
じ
ら
れ
、「
兵
隊
御
用
懸
り
」
と
し

て
勤
務
に
就
い
た
。
し
か
し
出
仕
時
の
賄
い
も
決
め
ら
れ
て
お
ら
ず
、

出
仕
同
日
に
「
平
安
隊
」
へ
の
「
唱
替
」
が
指
示
さ
れ
て
い
る16

）。
洛
陽

隊
の
創
設
が
組
織
編
成
や
構
成
は
兵
隊
要
員
の
調
達
も
含
め
て
、
事
前

の
準
備
も
不
十
分
な
応
急
の
創
設
で
あ
っ
た
こ
と
を
裏
付
け
て
い
る
。

洛
陽
隊
は
八
月
十
五
日
か
ら
平
安
隊
と
な
っ
た
。
名
称
変
更
後
も
操

練
は
続
け
ら
れ
て
い
た
が
、
十
二
月
五
日
に
は
京
都
府
判
知
事
長
谷
信

篤
が
、
隊
と
し
て
の
永
久
規
則
確
定
ま
で
は
「
会
食
」
と
し
て
二
人
扶

一
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持
を
給
与
す
る
こ
と
、
入
隊
は
一
家
に
一
人
に
限
定
す
る
こ
と
、
十
一

月
ま
で
の
操
練
出
勤
者
に
は
出
場
日
数
に
応
じ
て
一
人
当
た
り
弁
当
料

五
合
、
銭
六
百
文
の
支
給
を
仰
せ
渡
し
、
兵
隊
組
織
と
し
て
の
実
態
が

調
え
ら
れ
て
い
る17

）。

追
而

永
久
之
規
則
相
立
候
迄
、
先
当
分
之
処
会
食
与

し
て
当
月
よ

り
弐
人
扶
持
ツ
ヽ
被
下
置
候
、
且
入
隊
兵
隊
者

一
家
壱
人
ニ
限
候

事
、但

去
十
一
月
迄
者

操
練
出
勤
之
日
数
を
以
弁
当
料
と
し
て
一
日

分
米
五
合
銭
六
百
文
被
下
候
事
、

十
二
月

京

都

府

修
行
人
十
一
月
迄
者

操
練
出
場
之
日
数
ヲ
以
弁
当
料
米
五
合
銭
六

百
文
ツ
ヽ
被
下
候
事
、

以
来
被
下
候
事
、

八
月
十
五
日
か
ら
十
一
月
ま
で
の
兵
隊
の
仕
事
が
「
操
練
一
途
」
で

あ
っ
た
こ
と
は
、
こ
の
間
の
操
練
出
場
者
を
「
修
行
人
」
と
称
し
て
い

る
こ
と
に
示
さ
れ
て
い
る
。

操
練
が
仕
事
で
あ
っ
た
段
階
か
ら
、
同
年
十
二
月
十
五
日
に
は
平
安

隊
は
編
成
の
目
的
を
「
京
都
下
乱
暴
人
取
押
」
と
し
、
所
司
代
・
町
奉

行
所
与
力
・
同
心
を
主
体
に
四
〇
〇
名
で
編
成
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。

こ
の
関
係
か
ら
か
勤
務
の
内
容
も
「
毎
夜
弐
百
人
宛
穏
便
ニ
市
中
廻
番

い
た
す
へ
き
事
」
と
し
て
市
中
取
締
が
主
任
務
で
あ
る
こ
と
が
確
認
さ

れ
て
い
る18

）。

そ
の
意
味
で
は
平
安
隊
が
最
初
の
府
兵
、
兵
隊
組
織
の
編
成
の
開
始

で
あ
っ
た
と
も
い
え
よ
う
。
洛
陽
隊
編
成
の
際
に
は
、
勤
王
志
願
の
者

で
あ
れ
ば
徳
川
政
権
の
も
と
で
の
勤
務
者
で
も
拒
否
は
し
な
い
、
ま
た

「
土
着
」
の
兵
と
す
る
と
し
て
い
る
よ
う
に
、
新
政
府
・
京
都
府
は
旧

来
の
所
司
代
・
町
奉
行
、
二
條
城
御
門
番
等
の
役
職
と
与
力
・
同
心
お

よ
び
雑
色
の
体
制
に
代
わ
る
治
安
維
持
・
警
察
組
織
の
確
立
を
土
着
・

地
付
の
与
力
・
同
心
ら
を
登
用
し
継
承
す
る
こ
と
で
目
指
し
て
い
た
と

い
え
る
。

京
都
の
与
力
・
同
心
は
大
政
奉
還
後
、
主
君
で
あ
る
将
軍
を
失
っ
て

途
方
に
暮
れ
、
新
政
府
で
の
働
き
場
を
求
め
て
慶
応
四
年
正
月
か
ら
五

月
に
歎
願
書
・
再
勤
願
を
差
し
出
し
て
い
た
。
独
自
の
人
材
・
人
員
を

持
た
な
い
新
政
府
は
こ
れ
を
利
用
し
て
、
当
面
の
京
都
市
中
と
山
城
国

の
警
固
に
宛
て
る
た
め
に
洛
陽
隊
・
平
安
隊
を
創
設
編
成
し
た
の
で
あ

る
。

二

平
安
隊
の
組
織
編
成
と
職
務

（
一
）
組
織
と
構
成

平
安
隊
は
慶
応
四
年
（
一
八
六
八
）
八
月
十
五
日
に
洛
陽
隊
か
ら
名

称
変
更
さ
れ
、
同
年
十
二
月
十
五
日
に
は
目
的
と
勤
務
内
容
、
四
百
人

の
隊
員
編
成
な
ど
が
決
め
ら
れ
た
。
こ
の
と
き
勤
務
規
則
五
ヶ
条
と
禁

一
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止
罰
則
規
定
四
ヶ
条
の
合
わ
せ
て
九
ヶ
条
の
規
則
禁
令
も
規
定
さ
れ
て

い
る
。

規
則
の
公
布
と
共
に
、
明
治
二
年
（
一
八
六
九
）
三
月
十
四
日
に
新

政
府
は
天
皇
の
江
戸
下
向
と
逗
留
に
際
し
て
諸
藩
に
警
衛
を
命
じ
た
が
、

こ
れ
に
対
応
し
て
「
都
下
」
の
警
衛
は
「
府
」（
京
都
府
）
の
責
任
で

あ
る
と
い
う
新
た
な
指
示
を
出
し
、
天
皇
が
留
守
中
の
京
都
府
の
平
安

隊
に
も
さ
ら
に
厳
重
な
警
衛
を
指
示
し
て
い
る
。
京
都
府
は
こ
れ
を
新

政
府
行
政
官
の
「
御
達
」
と
し
て
平
安
隊
に
も
通
達
し
、
兵
隊
御
用
懸

り
は
三
月
十
四
日
付
け
で
京
都
府
か
ら
の
「
御
沙
汰
」
と
し
て
「
行
政

官
よ
り

御
沙
汰
ニ
付
厳
粛
御
警
衛
之
道
一
際
相
立
候
様
、
猶
又
当
府

よ
り
御
沙
汰
之
趣
も
有
之
候
間
、
屹
度
御
趣
意
厚
御
守
可
被
成
候
事
」

と
書
き
留
め
て
い
る19

）。

京

都

府

御
東
事
御
留
之
事
京
地
御
警
衛
向
諸
藩
江

被

仰
付
候
得
共
、
元
来
都
下
取
締
方
之
儀
ハ
其
府
之
専
務
ニ
付
、
別

而

厳
重
可
取
計
、
就
而
者

兼
而

取
立
有
之
平
安
隊
之
者
共
、
其
度
篤

与

相
心
得
、
紀
律
厳
粛
無
懈
怠
警
衛
候
様
御
沙
汰
候
事
、

三
月

行

政

官

右
之
通
被

仰
出
候
間
、
尚
此
上
厳
粛
御
警
衛
之
道
一
際
相
立
候
様
可
心
得
事
、

三
月

京

都

府

こ
こ
に
は
天
皇
の
江
戸
行
幸
に
際
し
て
、
平
安
隊
が
規
律
を
厳
粛
に

守
り
懈
怠
な
く
京
都
市
中
の
警
衛
に
専
務
す
る
こ
と
を
心
得
る
よ
う
に

と
の
指
示
で
あ
る
。
こ
の
後
同
年
三
月
二
十
五
日
に
は
、
平
安
隊
の
組

立
と
役
名
が
通
達
さ
れ
、
五
月
二
日
・
十
七
日
・
二
十
日
に
は
そ
れ
ぞ

れ
の
役
付
が
命
じ
ら
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
こ
の
行
政
官
の
指
示
を
受
け

た
平
安
隊
四
〇
〇
名
の
警
衛
態
勢
の
強
化
で
あ
っ
た
と
み
ら
れ
る
。

三
月
十
四
日
に
達
せ
ら
れ
た
京
都
府
の
平
安
隊
組
立
に
よ
る
と
、
兵

隊
と
し
て
の
組
織
は
組
ご
と
に
大
隊
・
中
隊
・
小
隊
・
半
隊
、
嚮
導
・

押
伍
・
鼓
手
長
・
喇
叭
長
か
ら
成
り
、
大
隊
・
中
隊
・
小
隊
・
半
隊
に

は
「
司
令
士
」
が
そ
れ
ぞ
れ
の
指
揮
官
と
し
て
配
置
さ
れ
、
大
隊
司
令

士
一
名
を
筆
頭
に
、
そ
の
指
揮
下
に
中
隊
・
小
隊
・
半
隊
・
嚮
導
・
押

伍
を
長
と
す
る
組
が
あ
っ
た
。
こ
れ
に
教
頭
・
助
教
、
剣
術
引
立
方
、

剣
術
場
監
察
と
い
う
操
練
に
関
係
し
た
役
職
が
配
属
さ
れ
て
い
た20

）。

そ
の
構
成
は
、
大
隊
司
令
士
｜
中
隊
指
令
士
｜
小
隊
指
令
士
｜
半
隊

指
令
士
｜
右
嚮
導
・
左
嚮
導
｜
押
伍
に
、
操
練
の
役
職
が
附
属
さ
れ
た

構
成
で
あ
っ
た
。
岡
田
良
之
助
が
属
し
た
組
で
は
、
一
隊
の
編
成
と
構

成
は
、
表
２
に
示
し
た
よ
う
に
一
隊
九
六
名
か
ら
成
っ
て
い
た
。
そ
の

役
付
は
五
月
二
日
に
大
隊
司
令
に
佐
藤

三
郎
、
司
令
助
役
に
戸
田
鉄

太
郎
が
命
ぜ
ら
れ
、
十
七
日
に
は
操
練
役
が
任
命
さ
れ
、
岡
田
も
当
初

の
兵
隊
御
用
懸
り
か
ら
半
隊
左
嚮
導
に
任
命
さ
れ
て
い
る
。
同
日
に
は
、

表
２
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
平
安
隊
教
頭
に
安
藤
伍
一
郎
の
ほ
か
中
隊
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表２ 平安隊・警固方の編成

平安隊の編成（明治２年５月２日以降) 警固方の編成（明治３年12月以降)

役名 人数 名 前 役名 人数 名 前

大隊士 1 佐藤 三郎 (大隊司令助役
石田鉄太郎)

教 頭 1 安藤伍一郎
助 教 1 大野機次郎
中隊指令士 5 小野六郎・星野覚太郎・須賀

井発之丞・藤田嘉助・飯室一
郎

小隊司令士 5 山口慈一郎・安藤捨之丞・赤
井創蔵・森山甚三郎・西尾直
之助

半隊司令士 10 原田驥間吉・澤田辰三・木寺
確蔵・井澤時太郎・桂春之
助・吉居八太郎・山崎直之
助・平尾謹之丞・田村憲八
郎・山田順八郎

右嚮導 10 法貴弘五郎・太田直次郎・中
増櫛三・井上邦之助・山口確
太郎・茂木柳助・神応元太
郎・斉藤安三郎・佐野常次郎

左嚮導 10 中川登代蔵・細井季三・田邊
教次郎・向坂英之助・戸田十
蔵・大西八蔵・中川亀之助・
岡山録之助・並河四郎・木寺
覚之助

半隊右嚮導 10 永田創次郎・柳下鉄次郎・中
松順吉・木村靏太郎・羽田為
次郎・澤田欽次郎・塩津達次
郎・吉田岩三郎・前田競・石
川菊三郎

左嚮導 10 野田千左衛門・柳下唯三・岡
田良之助・岡田松蔵・上田真
六郎・鳥居豊三・桂専太郎・
佐々木廣蔵・山本惣太郎

惣押伍 1 山田徳太郎
鞍手長 1 早苗可郎
喇叭長 1 藤井 弥
合計 68
剣術引立方
頭取 3 安藤伍一郎
引立方 20 佐和従之助・三浦信三郎・

佐々木廣造
剣術場監察 5 大塚源五郎・小澤鉄之助

総計 96

備考：岡田家文書(神戸市立博物館蔵)による。

御用掛り 4 内藤音三郎・大野龍之助・
大塚猪蔵・佐藤 之助

御用掛り
助 役

13 榎本直吉・石嶋捜太郎・太
田岩之助・三浦傳三郎・砂
川督太郎・戸田鉄太郎・□
□助太夫・大野機次郎・小
野六郎・法貴次郎兵衛・大
野多宮・真壁久三郎・廣瀬
真蔵

伍 長 65 安藤伍一郎・藤井政吉・大
塚道蔵・酒井惣助・茂木柳
助・平尾謹之丞・山田徳太
郎・佐合森助・岡山録之
助・藤田嘉助・赤井創蔵・
大塚源三郎・佐々木廣蔵・
澤田辰三・井上郁之助・法
貴弘五郎・石川菊三郎・木
寺確蔵・斉藤安三郎・中川
登代蔵・大橋源吉・大西八
蔵・古在卯之助・神応元太
郎・長野貫太郎・森山甚三
郎・山田順八郎・西尾直之
助・石川隼吉・原田驥間
太・山口一郎・高屋□蔵・
三浦信三郎・吉田直次郎・
須賀井発之丞・飯室一郎・
安藤捨之丞・田村憲八郎・
佐野常次郎・山口確太郎・
細井季三・田村辰之助・小
原金吾・向坂清次・中嶋
三・吉居義作・柏原直之
助・井澤時太郎・大嶋直
一・吉田嘉三郎・奥崎金右
衛 門・羽田駒三郎・柳下
鉄次郎・小木友八・久保小
藤太・向坂英之助・早苗可
郎・森茂次郎・柳下唯三・
吉竹徳蔵・小澤祐一・下田
平蔵

総計 82
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司
令
に
小
野
六
郎
ら
五
名
、
助
教
に
大
野
機
次
郎
、
小
隊
司
令
に
山
口

慈
一
郎
ら
五
名
、
半
隊
司
令
に
原
田
駒
間
太
ら
一
〇
名
、
右
嚮
導
に
法

貴
弘
五
郎
ら
一
〇
名
、
左
嚮
導
に
中
川
登
代
蔵
ら
一
〇
名
、
惣
嚮
導
に

酒
井
留
之
助
・
三
浦
信
之
助
の
二
名
、
半
隊
右
嚮
導
に
永
田
剣
三
郎
ら

一
〇
名
、
半
隊
左
嚮
導
に
野
田
千
左
衛
門
ら
一
〇
名
、
惣
押
伍
・
鼓

長
・
喇
叭
長
そ
れ
ぞ
れ
一
名
、
合
計
六
五
名
が
命
じ
ら
れ
て
い
る
。

こ
の
後
、
六
月
二
日
に
は
五
月
二
十
日
の
任
命
分
と
し
て
、
剣
術
引

立
方
頭
取
に
安
藤
伍
一
郎
、
剣
術
引
立
方
に
佐
和
滋
之
助
ら
三
名
、
剣

術
場
監
察
に
大
塚
源
三
郎
・
小
澤
鉄
之
助
の
役
付
を
記
し
て
い
る
。
こ

れ
ら
を
総
計
す
る
と
、
兼
帯
の
安
藤
伍
一
郎
を
考
慮
す
る
と
人
員
は
七

〇
名
と
な
る
。
た
だ
し
岡
田
は
六
月
十
七
日
に
半
隊
左
嚮
導
か
ら
任
免

御
免
を
願
い
、
同
十
八
日
に
認
め
ら
れ
て
御
用
懸
り
の
み
に
な
り21

）、
ま

た
御
用
懸
り
も
複
数
人
い
た
と
み
ら
れ
る
の
で
、
大
隊
司
令
・
司
令
助

役
、
表
２
に
は
見
え
な
い
惣
嚮
導
ら
を
加
え
る
と
少
な
く
と
も
七
五
名

と
な
る
。
こ
れ
以
外
に
も
途
中
か
ら
平
安
隊
に
加
え
ら
れ
る
者
、
差
免

さ
れ
て

獄
司
へ
の
出
勤
を
命
じ
ら
れ
る
者
も
い
た
の
で
、
取
り
敢
え

ず
は
表
２
に
示
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
兵
隊
と
し
て
の
警
衛
実
働
隊
は

教
頭
・
助
教
、
剣
術
引
立
方
な
ど
を
除
く
と
六
六
人
で
、
平
安
隊
定
員

は
四
〇
〇
人
を
前
提
と
す
る
と
、
一
隊
九
六
人
と
な
る
。
表
２
の
人
数

に
は
御
用
懸
り
は
入
っ
て
お
ら
ず
、
ま
た
惣
嚮
導
二
名
は
明
記
さ
れ
て

い
な
い
の
で
、
一
組
の
惣
兵
隊
数
は
一
〇
〇
人
前
後
で
、
四
隊
編
成
で

あ
っ
た
と
み
て
よ
い
。

こ
れ
ら
平
安
隊
の
構
成
員
も
、
京
都
旧
所
司
代
の
与
力
岡
田
良
之
助

を
は
じ
め
京
都
町
奉
行
所
や
二
條
城
御
門
番
組
な
ど
の
元
与
力
・
同
心

が
中
心
で
あ
っ
た
。
表
２
に
示
さ
れ
た
人
名
を
慶
応
三
年
の
『
京
都
武

鑑
』（
御
役
録22

））
他
に
よ
っ
て
照
合
す
る
と
、
そ
の
ほ
と
ん
ど
が
元
与

力
・
同
心
で
あ
っ
た
こ
と
が
確
か
め
ら
れ
る
。

表
３
は
京
都
所
司
代
・
京
都
町
奉
行
、
御
門
番
組
な
ど
に
分
け
て
照

合
し
た
結
果
で
あ
る
。
平
安
隊
が
基
本
的
に
は
所
司
代
・
町
奉
行
お
よ

び
二
條
城
番
な
ど
の
京
都
与
力
・
同
心
ら
を
中
心
に
編
成
さ
れ
て
い
た

こ
と
を
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
る23

）。

（
二
）
平
安
隊
の
勤
務
と
職
務
内
容

明
治
元
年
十
二
月
十
五
日
、
平
安
隊
は
京
都
市
中
の
乱
暴
人
を
取
り

押
さ
え
る
こ
と
を
任
務
に
、
実
質
的
な
市
中
警
固
に
就
い
た
。
八
月
十

五
日
に
洛
陽
隊
か
ら
平
安
隊
に
称
号
変
更
し
て
、
操
練
が
職
務
で
あ
っ

た
状
態
か
ら
、
創
立
目
的
本
来
の
業
務
、
市
中
廻
番
と
乱
暴
人
の
取
締

な
ど
の
警
固
に
就
く
こ
と
と
な
っ
た
。
同
時
に
、
京
都
府
は
十
二
月
付

け
で
「
廻
町
規
則
」
五
ヶ
条
と
勤
務
上
の
禁
止
「
条
々
」
四
ヶ
条
（
後

五
ヶ
条
）
を
通
達
し
た24

）。

廻
町
規
則

一
四
百
人
之
内
弐
百
人
当
番
、
弐
百
人
非
番
之
事
、

一
五
九

王
政
復
古
期
の
京
都
警
固
体
制



表３ 平安隊の編成内容(明治２年５月２日以降)

役名 人数 名 前 所属組 役名 人数 名 前 所属組

大隊士 1 佐藤 三郎 （ ）
(大隊司令助役) 石田鉄太郎 （ ）
教 頭 1 安藤伍一郎 御門番組
助 教 1 大野機次郎 （ ）
中隊指令士 5 小野六郎 （ ）

星野覚太郎 (所司代組)
須賀井発之丞 御門番組
藤田嘉助 御門番組見習
飯室一郎 町奉行組

小隊司令士 5 山口慈一郎 所司代組
安藤捨之丞 所司代組
赤井創蔵 （ ）
森山甚三郎 （ ）
西尾直之助 町奉行組

半隊司令士 10 原田驥間吉 （ ）
澤田辰三 （ ）
木寺確蔵 御門番組
井澤時太郎 （ ）
桂春之助 （ ）
吉居八太郎 （ ）
山崎直之助 （ ）
平尾謹之丞 町奉行組
田村憲八郎 町奉行組
山田順八郎 御門番組

右嚮導 10 法貴弘五郎 御門番組
太田直次郎 町奉行組
中増櫛三 （ ）
井上邦之助 御門番組
山口確太郎 （ ）
茂木柳助 （ ）
神応元太郎 （ ）
斉藤安太郎 町奉行組
佐野常次郎 （ ）

左嚮導 10 中川登代蔵 御門番組見習
細井季三 御門番組
田邊教次郎 御門番組
向坂英之助 （ ）
戸田十蔵 （ ）
大西八蔵 （ ）
中川亀之助 （ ）
岡山録之助 御門番組
並河四郎 御門番組
木寺覚之助 御門番組

備考：岡田家文書。なお岡田良之助はこの後に御用懸りに転役となる。『京都武鑑』下（京都歴史資

料館編）により補訂。（ ）の表示は所司代組と推定したもの。

半隊右嚮導 10 永田創次郎 （ ）
柳下鉄次郎 御門番組
中松順吉 （ ）
木村靏太郎 （ ）
羽田為次郎 （ ）
澤田欽次郎 （ ）
塩津達次郎 所司代組
吉田岩三郎 （ ）
前田競 （ ）
石川菊三郎 （ ）

左嚮導 10 野田千左衛門（ ）
柳下唯三 御門番組
岡田良之助 所司代組
岡田松蔵 （ ）
上田真六郎 （ ）
鳥居豊三 （ ）
桂専太郎 （ ）
佐々木廣蔵 （ ）
山本惣太郎 （ ）

惣押伍 1 山田徳太郎
鞍手長 1 早苗可郎 御門番組
喇叭長 1 藤井 弥 御門番組

合計 68

剣術引立方
頭取 3 安藤伍一郎 御門番組
引立方 20
剣術場監察 5 佐和従之助 （ ）

三浦信三郎 御門番組家族
佐々木廣造 （ ）
大塚源五郎 （ ）
小澤鉄之助 （ ）

総計 96
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一
当
番
之
弐
百
人
毎
夜
六
ツ
時
よ
り
二
十
手
ニ
分
レ
市
中
巡
見
、

暁
六
ツ
時
ニ
至
り
引
揚
之
事
、

一
二
十
手
各
其
引
請
之
方
角
を
定
メ
、
一
手
十
人
其
方
角
之
会
所

代
を
以
根
拠
と
し
、
五
人
ツ
ヽ
交
ル
〳
〵
引
請
場
を
巡
見
す
へ

き
事
、

一
廻
番
中
乱
暴
人
見
当
り
候
ハ
ヽ
即
時
搦
捕
、
当
府
江

可
差
出
事
、

一
会
所
代
江

町
人
ゟ
乱
暴
人
有
之
趣
遂
注
進
候
ハ
ヽ
無
遅
滞
駈
付

搦
捕
へ
き
候
事
、

右
之
通
無
懈
怠
可
相
勤
も
の
也
、

十
二
月

京

都

府

条
々

一
廻
番
当
夜
飲
酒
禁
止
之
事
、

一
捕
縛
之
外
他
事
関
係
す
へ
か
ら
す
事
、

一
探
索

乱
暴
人
ヲ
自
己
に
糺
問
す
へ
か
ら
す
事
、

一
湯
茶
之
外
町
内
之
仕
向
ヶ
請
間
敷
事
、

一
権
威
ヶ
間
敷
所
行

買
物
代
不
払
し
て
立
去
等
之
所
行
有
間
敷

事
、

右
禁
止
之
条
々
於
相
背
者

速
ニ
可
処
其
罪
者
也
、

「
廻
町
規
則
」
に
よ
る
と
、
廻
番
の
態
勢
と
巡
廻
時
間
、
そ
の
間
の

職
務
と
注
意
事
項
が
規
定
さ
れ
て
い
る
。
最
初
の
三
ヶ
条
は
、
四
百
人

を
二
百
人
に
分
け
、
当
番
・
非
番
の
交
代
制
で
、
当
番
二
百
人
が
毎
夜

暮
六
ツ
時
か
ら
明
六
ツ
時
ま
で
二
十
手
に
分
か
れ
た
市
中
の
巡
見
、
二

十
手
が
一
手
一
〇
人
で
編
成
さ
れ
、
巡
廻
の
拠
点
は
町
方
「
会
所
代
」、

各
々
方
角
を
定
め
た
五
人
ヅ
ツ
交
代
で
の
巡
見
と
い
う
、
巡
廻
時
の
態

勢
が
決
め
ら
れ
て
い
る
。
他
の
二
ヶ
条
は
実
際
の
職
務
の
規
定
で
あ
る
。

廻
番
中
の
乱
暴
人
の
搦
め
取
り
（
捕
縛
）
と
府
へ
の
差
し
出
し
、
会
所

代
へ
の
町
人
ら
の
乱
暴
人
注
進
に
対
応
し
て
駆
け
つ
け
搦
め
取
る
こ
と

が
そ
の
内
実
で
あ
っ
た
。

ま
た
勤
務
上
の
禁
止
条
々
は
五
ヶ
条
（
最
初
四
ヶ
条
）
か
ら
成
り
、

廻
番
当
夜
の
飲
酒
禁
止
、
捕
縛
以
外
に
関
わ
る
こ
と
の
禁
止
、
探
査
や

乱
暴
人
へ
の
個
々
人
に
よ
る
糺
問
の
禁
止
、
湯
茶
以
外
の
町
方
か
ら
の

接
待
の
禁
止
、
権
威
を
笠
に
着
た
所
行
や
買
物
代
の
不
払
い
の
厳
禁
を

規
定
し
、
背
く
者
の
処
罰
を
規
定
し
て
い
る
。

こ
れ
ら
を
勤
務
規
則
と
し
て
、
毎
夜
二
百
人
が
二
十
手
の
組
に
分
か

れ
て
、
乱
暴
人
の
取
締
と
捕
縛
だ
け
を
任
務
と
し
て
、
京
都
市
中
の
各

町
々
を
町
の
会
所
代
を
拠
点
に
十
二
時
間
か
け
て
巡
見
し
て
い
た
。
捕

縛
者
に
対
す
る
個
別
の
糺
問
（
尋
問
）
は
禁
止
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
意

味
で
は
警
察
的
任
務
で
は
な
く
、
兵
隊
と
し
て
の
巡
廻
が
主
任
務
で
あ

っ
た
。
な
お
捕
縛
者
は
京
都
府
断
獄
方
へ
引
き
渡
さ
れ
た25

）。

こ
の
勤
務
状
態
は
、
所
司
代
与
力
・
同
心
お
よ
び
町
奉
行
所
与
力
・

同
心
の
町
廻
り
勤
務
そ
の
も
の
で
、
乱
暴
人
の
取
締
・
捕
縛
も
所
司

代
・
町
奉
行
所
与
力
・
同
心
に
特
徴
的
な
任
務
で
あ
る
。

一
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実
際
の
廻
番
勤
務
は
、
白
地
に
黒
字
の
長
さ
七
寸
五
分
（
二
二
、
三

セ
ン
チ

メ
ー
ト
ル

）
と
巾
三
寸
（
九
セ
ン
チ

メ
ー
ト
ル

）
の
「
平
安
隊

姓
名
」
を
書
き
付
け
た

肩
印
を
付
け
、
提
灯
を
持
っ
て
十
二
月
二
十
一
日
か
ら
始
ま
っ
て
い
る

が
、
こ
れ
よ
り
先
、
十
二
月
十
八
日
に
は
兵
隊
御
用
掛
り
が
京
都
府
に

対
し
て
、
肩
書
・
モ
ジ
リ
・
提
灯
・
蝋
燭
の
形
式
や
点
数
な
ど
を
問
い

合
わ
せ
、
確
認
し
て
い
る
。
そ
の
際
に
、
廻
番
の
際
の
弁
当
料
は
、
二

人
扶
持
が
支
給
さ
れ
て
い
る
の
で
、
下
げ
渡
し
は
な
い
と
回
答
さ
れ
て

い
る
。

十
二
月
二
十
日
に
は
七
ヶ
条
の
廻
番
中
の

対
応
に
対
す
る
達
書
が
出
さ
れ
て
い
る
。
こ

の
と
き
さ
き
の
「
廻
町
規
則
」
で
指
示
さ
れ

て
い
る
、
捕
縛
者
の
断
獄
方
へ
の
引
渡
方
も

さ
ら
に
詳
し
く
具
体
的
に
確
認
さ
れ
て
い
る26

）。

十
二
月
廿
日
達

廻
番
出
張
先
之
取
締
者

頭
取
ニ
て
諸

事
可
取
扱
、
根
元
之
取
締
者

御
用
掛

り
ニ
而

可
致
、
尤
廻
番
中
捕
縛
等
之

御
用
勤
番
当
府
断
獄
方
江

可
打
合
事
、

但
、
断
獄
方
姓
名
別
紙
有
之
、

廻
番
勤
務
中
の
取
締
は
頭
取
の
責
任
で
あ

る
が
、
隊
員
大
元
の
取
締
は
兵
隊
御
用
掛
り

が
行
い
、
廻
番
中
の
捕
縛
な
ど
の
勤
番
は
断
獄
方
と
打
ち
合
わ
せ
る
べ

き
で
あ
る
と
指
示
し
て
い
る
。
断
獄
方
は
捕
縛
者
ら
の
取
調
を
主
任
務

と
し
て
、
頭
取
一
名
と
断
獄
方
五
名
、
断
獄
方
下
調
方
四
人
、
下
目
付

頭
取
・
下
調
方
加
勢
三
名
、
下
目
付
一
二
名
の
計
二
五
名
で
構
成
さ
れ

て
い
た
（
表
４
）。
ち
な
み
に
断
獄
方
の
編
成
に
も
旧
与
力
・
同
心
ら

が
登
用
さ
れ
て
い
る
。

勤
務
の
注
意
点
は
、
廻
番
中
の
出
来
事
の
有
無
は
御
用
掛
り
へ
四
ツ

時
（
一
〇
時
ご
ろ
）
前
後
に
届
出
る
こ
と
、
各
組
隊
員
の
組
み
分
け
は

表４ 断獄方の構成

役名 構成員氏名 元所属組

断獄方頭取 山 田 弥 三 郎

断獄方 鈴 木 僚 四 郎

磐 野 又 一

山 口 蔵 助

神 谷 保 太 郎

谷 口 道 造

同下調方 松 村 作 一

永 見 喜 一 郎

堤 田 蓮右衛門

谷 口 岩 八

下目付頭取 渡 邊 健 次

下調方加勢 田 中 五 三 郎

法 貴 蔵

下目付 木 内 元 二

高 橋 為 次 郎

田 中 良 次 郎

川 口 大 蔵

国 枝 鉄 蔵

小 野 勝 五 郎

平 井 斉 太 郎

明 石 権 太 夫

飯 田 為 太 郎

川 崎 精 太 郎

小 林 三 平

室 谷 林右衛門

備考：岡田家文書『諸事留書』、丹羽家文書、『京都

武鑑』による。
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元
局
（
元
所
司
代
組
・
町
奉
行
組
、
二
條
城
御
門
番
組
な
ど
）
の
入
り

交
じ
り
に
す
る
こ
と
、
夜
の
出
勤
は
持
場
会
所
に
揃
い
、
そ
の
後
に
廻

番
す
る
こ
と
な
ど
が
規
定
さ
れ
、
特
に
乱
暴
者
の
取
扱
に
つ
い
て
は
四

ヶ
条
目
に
詳
し
く
規
定
さ
れ
て
い
る27

）。

一
召
捕
者
有
之
節
者

当
府
断
獄
方
江

可
引
渡
、
時
宜
ニ
寄
縄
懸
ヶ

可
然
、
切
捨
之
儀
者

成
丈
ヶ
用
捨
い
た
し
、
則
モ
シ
リ
ニ
而

兎

角
生
な
か
ら
得
る
を
要
と
す
、
尤
先
方
抜
刀
い
た
し
切
懸
ヶ
候

節
、
至
極
手
ニ
余
り
候
者

格
別
之
事
、

平
安
隊
が
廻
番
中
に
取
り
押
さ
え
た
捕
縛
者
は
断
獄
方
に
引
き
渡
さ

れ
、
尋
問
・
取
調
が
行
わ
れ
た
。
捕
縛
の
際
は
、
切
り
捨
て
る
こ
と
は

避
け
、
生
き
て
捕
ら
え
る
こ
と
が
肝
要
で
あ
る
が
、
相
手
が
抜
刀
・
切

り
掛
か
っ
て
き
た
場
合
は
切
り
捨
て
て
も
よ
い
と
指
示
し
て
い
る
。

平
安
隊
は
、
巡
廻
と
乱
暴
者
の
取
締
・
捕
縛
を
主
任
務
に
市
中
を
巡

見
し
た
。
そ
の
持
場
は
当
番
一
〇
人
二
〇
手
の
二
百
人
そ
れ
ぞ
れ
に
応

じ
て
分
割
さ
れ
て
い
た
。
岡
田
良
之
助
の
組
が
担
当
し
た
市
中
の
区
画

を
み
て
お
こ
う
。

表
５
は
二
〇
手
に
分
け
ら
れ
た
各
組
が
担
当
し
た
町
組
と
、
廻
町
の

際
に
拠
点
と
し
た
会
所
代
の
場
所
を
示
し
た
。
会
所
代
や
持
場
箇
所
を

み
る
と
、
基
本
的
に
上
京
・
下
京
が
そ
の
担
当
地
域
で
あ
っ
た
。
た
と

え
ば
、
壱
番
手
は
会
所
代
が
上
京
弐
拾
四
番
組
の
守
屋
町
二
条
上
ル
町

夷
町
に
あ
り
、
そ
こ
を
拠
点
に
上
京
弐
拾
壱
番
組
と
弐
拾
四
番
組
・
弐

拾
五
番
組
・
弐
拾
弐
番
組
・
三
拾
番
組
・
三
拾
四
番
組
の
町
々
で
あ
っ

た
。
こ
の
う
ち
上
弐
拾
壱
番
組
は
個
別
の
町
名
が
書
き
上
げ
ら
れ
て
い

る
が
、
こ
れ
は
壱
番
手
・
三
番
手
・
一
〇
番
手
の
三
組
に
よ
っ
て
地
域

内
が
さ
ら
に
分
割
さ
れ
て
、
廻
町
が
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
町
名
の
書

き
上
げ
が
あ
る
町
組
は
複
数
番
手
に
よ
る
地
域
分
割
が
あ
っ
た
町
組
で

あ
る
。

こ
の
持
場
箇
所
で
の
職
務
は
乱
暴
人
の
取
締
や
捕
縛
が
中
心
で
あ
っ

た
が
、
そ
れ
以
外
に
順
番
に
護
衛
に
出
る
こ
と
も
職
務
の
一
つ
で
あ
っ

た
。
護
衛
に
は
御
所
の
護
衛
と
、
公
事
宿
預
け
・
宿
下
ヶ
の
者
ら
を
持

場
箇
所
内
町
家
で
護
衛
す
る
役
目
も
あ
っ
た
。
乱
暴
人
の
取
締
に
は
、

手
疵
を
負
う
こ
と
も
あ
っ
た
よ
う
で
、
二
月
十
三
日
の
達
書
で
は
中
郷

真
次
郎
が
手
疵
を
負
い
な
が
ら
取
り
鎮
め
捕
縛
し
た
こ
と
に
対
し
褒
美

と
し
て
金
千
疋
と
「
療
治
料
」
金
一
枚
が
与
え
ら
れ
て
い
る28

）。

ま
た
二
月
二
日
の
記
事
に
は
、
こ
れ
ま
で
の
御
所
護
衛
に
出
て
い
た

「
御
扶
助
人
」
に
代
わ
っ
て
、
御
所
護
衛
の
兵
隊
も
平
安
隊
か
ら
出
勤

す
る
よ
う
に
と
の
指
示
が
京
都
府
か
ら
出
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
達
書
に

は
「
御
所
警
固
之
儀
是
迄
者

御
扶
助
人
よ
り
被
差
出
候
処
、
向
後
被
相

改
兵
隊
よ
り
被
差
出
出
勤
、
当
月
者

別
段
粮
米
被
下
候
事
」
と
あ
る29

）。

一
二
月
）

同
四
日
宿
下
て
護
衛
し
て
鍵
屋
佐
助
方
江

辰
刻
よ
り
酉
刻
迄
出

勤
、
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表５ 平安隊廻番持場箇所

番手 会所代 持場箇所

壱 番 手 上二十四番
守屋町二條上ル町夷町

上京二十一番組(大倉町・伏屋町・大将軍御旅町・西九軒町・仁王門町・松
屋町)
上京二十四番組・二十五番組・二十二番組・三十番組・三十四番組の諸町

弐 番 手 上八番組
葭屋町元誓寺ヨリ上ル徳
屋町

上七番組の内(寺社町・藤木町・北船橋町・南船橋町・芝薬師町・下天神
町・天神北町)

上六番組・八番組・九番組・五番組の諸町

三 番 手 上二十三番組
屋上堂鐘行屋町下ル亀屋
町

上三十三番組・二十二番組の諸町
上十三番組(梅屋町・大炊町・同南組・弁財天町・二條新町・四軒町・俵町)
上二十一番組(鍵屋町・豊宮恩寺町・立花町・道場之町・門跡町・今薬屋

町・瓦屋町・大恩寺町)

四 番 手 上三十一番組
播磨屋町上津森町

上二十九番組・三十一番組・三十二番組・三十三番組の諸町

五 番 手 上四十一番組
三条猪布町拾五軒町

上四十一番組・四十二番組・四十三番組・四十四番組の諸町

六 番 手 上十二番組
日吉下立売下ル柳筒町

上十六番組・十七番組・十八番組・十九番組の諸町

七 番 手 上十四番組 上播磨屋町
千本東へ入ル 九之鑓屋
町

上七番組の内(裏辻町・元誓願寺四丁目・南為次町・東石橋町・泰童片原
町・中筋町・為丸町・三条殿町・一条観音町・若松町・西今出川町・北
伊勢殿様町・笹屋壱町目・同二丁目・同四町目・同五町目・観音町・大
文字町・玉屋町・松屋町・南佐竹町)

上十四番組の内(信濃町・山王町・新柳馬場頭町・愛染町・新御幸町・仲御
霊町・亀屋町・百万遍町・草堂前之町・弐本松町・福嶋町・辨天町西冨
神町)

上十五番組・三十九番組・四十番組の諸町

八 番 手 上十三番組
新町堂町下ル 徳大寺殿
町

上十番組・十一番組・十二番組の諸町
上十三番組の内(近衛殿北口町・口裏町・中御壇厨子町・畠山町・今図子

町・元新在家町・徳大寺殿町一条殿町・元真如堂町・元北川町・元本海
寺町西ノ口町・讃州寺町・橋詰町北組・同南組西一本町・蒔島屋町・西
無事小牧町・常陸寄子町)

九 番 手 上四番組
五辻隆徳寺東入五辻町

上三十七番組・三十八番組・壱番組・二番組三番組・四番組の諸町
上一四番組の内(佐竹町・釈迦堂北町・西上善寺町・釈迦南町・風呂屋町・

釈迦片原町・釈迦前町・同突抜町)

十 番 手 上二十番組
油中小路中台町亀屋町

上二十番組・二十五番組・二十八番組
上二十一番組の内(藤木町・正親町・東長石町・薮之内町・西鷹司町・常泉

院町・)末立町・今植町

十一番手 下七番組
東中筋御本通下ル笠屋町

下二十七番組・二十八番組・三十一番組・三十二番組

十二番手 下十八番組
松原堀川西へ入北御前町

下十八番組・二十二番組・十六番組・十四番組

十三番手 下十八番組
大宮錦小路上ル錦小路町

下七番組・八番組・九番組の諸町

十四番手 下三十四番組
松原通建仁寺東二町目瑞
穂町

下三十四番組・三十五番組の諸町
下三十三番組(宮川筋六町目・同七木町目・同八町目)
下三十六番組の内(若宮八幡前町・小嶋町・庵町・東側町・慈芳院門前町)

十五番手 下三十八番組
大佛本町五町目

下三十八番組・三十九番組・四十番組・四十一番組の諸町

十六番手 下二十四番組
高名方本寺下ル天神川町

下二十六番組(万年寺境内・戒光寺境内・等善寺境内・太子堂境内極楽寺境
内・金光寺境内)

下三十七番組・二十三番組・二十九番組・三十八番組の諸町

十七番手 下十二番組
蛸薬師高倉西入泉正寺町

下二十五番組の内(雲花院境内)
下十番組・十一番組・十二番組・十三番組の諸町

十八番手 下三番組
渋屋町姉小路町下ル片岡
山町

下二十五番組の内(万頓図子廣野境内・長谷川境内・六角堂境内)
下一番組・二番組・三番組・四番組・五番組・六番組の諸町

十九番手 下二十六番組
高辻烏丸角内輪寺境内

下二十六番組の内(因幡堂境内・佛光寺境内)
下十九番組・二十番組・二十一番組・十五番組の諸町

二十番手 下三十五番組
下鴨小橋裏町

下二十五番組の内(金光寺境内・祇園御旅所)
上三十六番組の内(橋下町・若松町・梅木町・松本町・柏屋町・斎藤町)
下三十三番組の内(宮川筋一丁目・二丁目・三丁目・四丁目・五丁目)
下三十六番組の内(高台寺門前下河原町・同鷲屋町・安井門前月見町・同昆

斎門町・下河原上弁天町・同下弁天町・祇園南町・法親寺門前金園町・
同八坂上町・八坂郷升屋町)

上三十五番組・下十七番組・上四十五番組の諸町

備考：前掲岡田家文書『諸事留書』による。
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大

木

良

之

丞

召
人
相
宿

谷

口

豹

斉

大

熊

熊

蔵

一
同
七
日
午
上
刻

大
宮
御
所
九
條
殿
御
仮
殿
御
門
御
警
衛
被

仰
付
候
、

一
同
八
日
辰
刻
よ
り
翌
辰
刻
迄
大
宮
御
所
御
門
警
衛
出
勤
、

竹

内

要

太

郎

平
安
隊
の
勤
務
と
実
務
は
「
乱
暴
人
取
押
」・
取
締
を
目
的
に
し
、

番
手
ご
と
の
持
ち
場
を
会
所
代
を
拠
点
に
し
て
毎
夜
巡
廻
し
て
い
た
。

平
安
隊
は
兵
隊
で
あ
り
、
あ
る
意
味
で
軍
事
的
役
割
を
持
た
さ
れ
て
い

た
が
、
職
務
の
本
質
は
護
衛
と
治
安
維
持
・
警
察
機
能
の
側
面
が
強
か

っ
た
と
い
え
よ
う
。

三

警
固
方
の
編
成

（
一
）
平
安
隊
の
管
轄
を
め
ぐ
る
混
乱

大
政
奉
還
後
の
京
都
市
中
の
警
固
は
京
都
府
府
兵
と
し
て
の
元
与

力
・
同
心
を
中
心
に
編
成
さ
れ
た
平
安
隊
四
〇
〇
人
に
よ
っ
て
実
施
さ

れ
て
い
た
が
、
そ
の
管
轄
は
新
政
府
の
不
安
定
さ
と
独
自
の
兵
力
を
持

っ
て
い
な
か
っ
た
た
め
に
不
安
定
な
状
況
が
あ
り
、
さ
ま
ざ
ま
な
「
浮

説
」
が
飛
び
交
っ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
そ
れ
ら
は
府
兵
隊
と
し
て
の

職
務
と
管
轄
機
関
に
関
す
る
事
柄
で
あ
っ
た
。

表６ 廻番持場組町会所代一覧

番手組 町 組 会所所在地

壱 組 十六番 十八番 十九番 上五番 下立売烏丸西へ入 灰屋孫三郎方
二 組 三十二番 三十三番 上拾番 夷川之端より東筋目 難波町
三 組 六番 十一番 十二番 下三番 河原町三条下ル 大黒町東側
四 組 九番 十三番 十四番 十五番 下四番 醒ヶ井五三条下ル
五 組 廿一番 廿五番 廿六番 上七番 御池東洞院東へ入ル 会所
六 組 四番 五番 十番 下七番 蛸薬師高倉西へ入ル 会所
七 組 十五番 十七番 十八番 廿番 下五番 間々町萬年寺下ル 即成寺
八 組 廿九番 三十番 三十一番 下八番 伏見街道大仏本町拾町目 浄心寺
九 組 廿六番 廿七番 廿八番 二十番 下七番 松原建仁寺東へ入二町目 西福寺
十 組 壱番 二番 三番 下壱番 油小路六角下ル 佛理寺
十一組 七番 八番 廿二番 三十二番 下九番 岩上松原上ル町 会所
十二組 十九番 廿一番 二十三番 下拾番 東中筋御前通下ル 光明寺
十三組 廿二番 廿七番 三十番 三十一番 上八番 麩屋町夷川上ル 唐木屋半七方
十四組 壱番 二番 五番 十一番 上壱番 五辻浄福東へ入ル 会所
十五組 六番 七番 十二番 十三番 上三番 八屋町今出川上ル 会所
十六組 三番 四番 八番 九番 上二番 七本松今小路上ル 本光寺
十七組 十番 十四番 五番 十七番 上四番 日葉椹木町上ル 等観寺
十八組 廿四番 廿五番 下六番 祇園町南側 会所
十九組 廿五番 廿九番 上九番 堤之段上御輿町 布屋勘助方
二十組 廿番 廿三番 廿四番 上六番 小川通御池上ル 三椿屋やす持家

備考：前掲岡田家文書『諸事留書』明治二年四月二十七日の記事による。
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管
轄
機
関
に
つ
い
て
は
、
明
治
二
年
五
月
二
十
二
日
の
記
事
で
、
京

都
府
か
ら
軍
務
官
に
変
更
さ
れ
る
旨
の
口
達
が
あ
っ
た
。
御
用
掛
岡
田

良
之
助
の
記
録
に
は
、
軍
務
官
に
呼
び
出
さ
れ
、
河
田
左
久
馬
か
ら
申

し
渡
さ
れ
た
旨
が
記
さ
れ
る30

）。

一
五
月
）

同
廿
二
日

今
廿
二
日
軍
務
官
へ
御
用
懸
御
呼
出
に
て
、

河
田
左
久
馬
よ
り

平
安
隊
向
後
軍
務
官
管
轄
之
趣
口
達
有
之
候
事
、

委
細
之
義
ハ
明
後
廿
四
日
同
様
呼
出
ニ
而

御
達
可
有
之
事
、

右
ニ
付
而
者

過
日
以
来
種
々
浮
説
申
唱
へ
候
得
共
、
右
様
之
儀

決
而

無
之
様
御
心
得
可
被
成
候
様
と
の
事
、

こ
れ
は
新
政
府
が
平
安
隊
の
管
轄
に
関
す
る
「
浮
説
」
を
打
ち
消
す

た
め
に
口
達
し
た
と
し
て
い
る
が
、
平
安
隊
が
兵
隊
か
治
安
警
察
隊
か

に
つ
い
て
曖
昧
な
部
分
が
あ
っ
た
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
。
委
細
に
つ

い
て
は
五
月
二
十
四
日
に
御
達
が
あ
る
と
記
し
て
い
る
。

と
こ
ろ
が
、
五
月
二
十
四
日
に
は
御
達
は
な
く
、
岡
田
良
之
助
の
六

月
四
日
の
記
事
で
は
、
こ
れ
を
否
定
す
る
「
達
」
が
六
月
三
日
に
出
さ

れ
た
こ
と
が
記
さ
れ
る31

）。

一
同
四
日
達

此
程
平
安
隊
軍
務
官
管
轄
之
旨
相
達
候
処
、
全
ク
間
違
ニ
而

此

迄
之
通
ニ
可
心
得
候
様
と
の
事
、

六
月
三
日

こ
の
達
は
平
安
隊
の
管
轄
が
新
政
府
の
軍
務
官
に
な
る
と
い
う
五
月

二
十
二
日
の
口
達
を
否
定
し
て
い
る
。
二
十
二
日
の
口
達
は
、
さ
き
に

触
れ
た
よ
う
に
兵
隊
に
よ
る
都
下
の
警
衛
は
「
府
」
の
管
轄
、
つ
ま
り

京
都
市
中
で
あ
れ
ば
京
都
府
の
管
轄
で
あ
る
べ
き
と
い
う
達
に
齟
齬
す

る
口
達
で
あ
っ
た
。
そ
の
口
達
を
「
全
ク
間
違
」
で
あ
り
、
こ
れ
ま
で

の
通
り
平
安
隊
は
京
都
府
府
兵
で
、
管
轄
は
京
都
府
で
あ
る
こ
と
を
確

認
し
た
達
で
あ
っ
た
が
、
平
安
隊
が
軍
隊
で
は
な
い
こ
と
を
確
認
し
た

口
達
で
も
あ
ろ
う
。

軍
務
官
は
慶
応
四
年
（
明
治
元
年
）
に
京
都
府
に
設
置
さ
れ
た
軍
政

機
関
で
あ
る
。
元
年
一
月
に
太
政
官
の
中
に
設
置
さ
れ
た
海
陸
軍
科
が

二
月
に
軍
防
局
と
改
称
さ
れ
、
四
月
に
軍
務
官
と
な
っ
た32

）。
五
月
二
十

二
日
の
口
達
は
平
安
隊
を
こ
の
管
轄
下
に
移
す
と
い
う
趣
旨
で
あ
る
。

こ
れ
は
平
安
隊
に
関
す
る
種
々
の
風
説
を
否
定
す
る
意
味
合
い
も
あ
っ

た
と
見
ら
れ
る
が
、
同
時
に
「
府
兵
」
と
い
う
兵
隊
と
し
て
の
軍
事
的

な
役
割
を
確
認
す
る
意
味
合
い
も
あ
っ
た
。
軍
務
官
は
軍
事
に
関
す
る

事
務
を
取
り
扱
う
役
人
で
あ
る
か
ら
、
府
兵
と
し
て
の
平
安
隊
が
そ
こ

に
属
す
る
こ
と
は
、
あ
る
意
味
で
当
然
の
こ
と
と
思
わ
れ
る
。

平
安
隊
管
轄
に
つ
い
て
は
、
六
月
十
五
日
に
管
轄
機
関
を
確
認
す
る

口
達
が
再
度
出
さ
れ
て
い
る33

）。

一
同
十
五
日
口
達

一
六
六



去
月
平
安
隊
軍
務
官
管
轄
之
旨
御
達
、
其
後
引
合
ニ
而

当
府

管
轄
に
相
成
居
候
得
共
、
兵
隊
ニ
而

何
れ
と
も
軍
務
官
支
配

に
相
成
候
唱
替
に
相
成
候
旨
、
且
右
兵
隊
ニ
付
昨
年
来
抽
丹

誠
勉
励
相
勤
、
上
ニ
者

思
召
も
有
之
候
間
、
尚
此
上
勉
強
廻

町
厳
粛
に
相
心
得
候
様
御
達
有
之
候
旨
、
兵
隊
御
用
懸
り
よ

り
尚
又
為
心
得
達
有
之
候
事
、

平
安
隊
は
京
都
府
管
轄
で
あ
る
こ
と
、
兵
隊
は
軍
務
官
管
轄
で
あ
る

こ
と
を
確
認
し
て
い
る
。
ま
た
平
安
隊
の
勤
務
ぶ
り
に
つ
い
て
は
、
丹

誠
・
勉
励
し
て
い
る
こ
と
は
承
知
し
て
い
る
の
で
、
こ
れ
ま
で
の
通
り

廻
町
に
専
念
す
る
こ
と
を
指
示
し
て
い
る
。

六
月
三
日
の
口
達
は
平
安
隊
の
軍
務
官
管
轄
を
否
定
し
た
が
、
こ
れ

は
明
治
新
政
府
が
中
央
政
権
、
統
一
国
家
と
し
て
の
機
構
整
備
過
程
で

の
混
乱
で
あ
ろ
う
。
六
月
十
五
日
の
口
達
の
あ
と
、
明
治
二
年
六
月
十

七
日
に
版
籍
奉
還
の
申
請
が
許
可
さ
れ
、
さ
ら
に
軍
務
官
は
同
年
六
月

二
十
七
日
に
兵
部
省
が
設
置
さ
れ
て
廃
止
さ
れ
て
い
る34

）。

こ
の
直
後
、
七
月
三
日
の
口
達
で
、
平
安
隊
は
府
兵
で
は
な
く
警
察

機
能
に
限
定
さ
れ
た
警
固
方
へ
の
改
編
が
指
示
さ
れ
て
い
る
。

（
二
）
警
固
方
へ
の
改
編
と
職
務

維
新
政
府
成
立
直
後
の
京
都
市
中
の
治
安
維
持
は
混
乱
し
て
い
た
。

平
安
隊
は
管
轄
や
人
員
の
編
成
・
構
成
に
関
し
て
、
突
然
の
洛
陽
隊
創

設
と
突
然
の
名
称
変
更
、
そ
の
勤
務
内
容
、
さ
ら
に
は
平
安
隊
の
勤
務

内
容
の
変
更
と
警
固
方
へ
の
名
称
変
更
が
不
安
定
で
あ
っ
た
状
態
を
示

し
て
い
る
。
警
固
方
の
編
成
は
そ
の
混
乱
し
た
状
態
が
解
消
さ
れ
る
発

端
で
あ
っ
た
。

明
治
二
年
七
月
四
日
の
達
は
そ
の
契
機
と
な
っ
た35

）。

七
月
四
日
）

一
同
左
之
達
ニ
相
成

平

安

隊

向
後
市
中
廻
番
捕
亡
専
務
ニ
致
ス
へ
く
候
、
平
安
隊
号
相
除
キ

警
固
方
唱
申
付
候
事
、

但
是
迄
会
食
弐
人
口
ツ
ヽ
被
下
置
候
処
被
差
止
、
警
固
方
手

番
と
し
て
毎
月
金
三
両
ツ
ヽ
人
別
江

被
下
候
事
、

右
之
通
相
達
候
事
、

七
月

京

都

府

こ
の
達
書
は
京
都
府
が
平
安
隊
の
勤
務
を
市
中
の
廻
番
と
捕
亡
を
専

務
と
し
、
隊
号
を
警
固
方
と
改
称
す
る
こ
と
を
指
示
し
て
い
る
。
洛
陽

隊
・
平
安
隊
創
設
時
に
は
役
料
や
給
与
、
職
務
な
ど
の
詳
細
な
規
定
は

な
か
っ
た
が
、
そ
れ
と
は
違
っ
て
給
与
は
一
人
宛
金
三
両
と
す
る
こ
と

が
明
記
さ
れ
て
い
る
。

こ
の
後
、
平
安
隊
の
肩
印
を
十
日
ま
で
に
安
藤
伍
一
郎
ま
で
返
却
す

る
こ
と
や
提
灯
を
警
固
方
へ
書
き
改
め
る
こ
と
な
ど
が
指
示
さ
れ
て
い

る
。
こ
の
警
固
方
へ
の
改
称
も
突
然
で
あ
っ
た
よ
う
で
、
肩
印
も
七
月
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五
日
の
晩
よ
り
使
用
が
止
め
ら
れ
、
平
安
隊
の
隊
号
廃
止
に
伴
い
、
そ

の
諸
役
も
す
べ
て
差
免
さ
れ
て
い
る
。
し
か
も
同
時
に
警
固
方
に
勤
め

る
人
材
と
し
て
御
用
掛
り
四
人
、
そ
の
助
役
一
三
人
、
警
固
方
伍
長
六

五
人
を
書
き
上
げ
「
印
封
」
に
し
て
差
し
出
す
こ
と
を
求
め
て
い
る
。

平
安
隊
の
御
用
掛
り
で
あ
っ
た
岡
田
良
之
助
は
こ
れ
ら
を
印
封
に
し
て

差
し
出
し
て
い
る36

）。

こ
れ
を
承
け
て
、
新
政
府
京
都
府
は
七
月
十
日
に
警
固
方
の
諸
役
を

申
し
付
け
て
い
る
。
そ
の
内
訳
は
表
２
に
示
し
た
が
、
役
名
は
御
用
掛

り
四
人
、
同
取
次
・
助
役
一
四
人
、
伍
長
六
五
人
で
、
そ
れ
ぞ
れ
の
名

前
が
書
き
上
げ
、
差
し
出
さ
れ
て
い
る
。
総
計
で
八
二
人
に
な
る
が
、

そ
の
内
訳
は
元
所
司
代
組
三
五
人
、
元
町
奉
行
組
二
三
人
、
元
御
附
組

六
人
、
元
御
門
番
組
一
八
人
で
あ
っ
た
。
警
固
方
も
ま
た
旧
与
力
・
同

心
の
治
安
維
持
・
警
察
機
構
の
性
格
・
実
態
を
残
し
て
編
成
さ
れ
た
こ

と
を
示
し
て
い
る

警
固
方
は
こ
れ
ら
八
二
人
を
基
盤
に
し
て
編
成
さ
れ
た
。
七
月
十
二

日
に
は
伍
長
を
呼
び
出
し
て
、
警
固
方
の
組
み
分
け
を
達
し
て
い
る37

）。

一
同
十
二
日
伍
長
之
者
呼
出
ニ
而

左
之
御
達

規
則

一
各
手
組
合
六
十
五
組
ニ
相
立
、
一
手
伍
長
壱
名
、
警
固
方
六

名
或
ハ
五
名
に
組
分
ヶ
之
事
、
但
此
組
分
ヶ
を
以
奇
遇
隔
月

に
出
張
之
事
、

一
上
下
京
何
番
組
者

数
号
弐
組
連
綴
、
其
組
ヲ
符
号
ニ
区
分
シ
、

則
角
号
ニ
始
り
て
水
号
ニ
終
り
、
合
テ
六
十
五
号
ニ
称
呼
候

事
、

一
廻
番
持
場
ハ
一
ヶ
月
交
代
与

為
シ
、
場
所
ハ
月
番
毎
ニ

を

以
相
変
候
事
、

一
非
常
大
小
事
件
届
テ
ハ
近
傍
之
組
合
ニ
接
シ
、
一
手
数
手
ニ

合
躰
之
儀
臨
機
之
離
合
兼
テ
準
備
致
シ
置
候
事
、

こ
の
規
則
に
よ
る
と
、
編
成
は
伍
長
六
五
人
を
軸
に
、「
一
手
」
は

そ
の
も
と
に
五
、
六
人
を
配
属
し
て
組
み
分
け
し
、
六
五
組
を
作
る
と

し
て
い
る
。
単
純
に
伍
長
一
名
と
六
人
配
属
と
す
れ
ば
、
一
手
は
伍
長

一
人
と
三
九
〇
人
で
三
九
一
人
、
五
人
で
あ
れ
ば
伍
長
一
名
に
三
二
五

人
が
配
属
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
一
手
が
三
二
六
人
か
ら
三
九
一
人
で

六
五
組
が
編
成
さ
れ
る
と
す
れ
ば
、
警
固
方
の
人
員
は
、
御
用
掛
り
・

取
次
・
助
役
を
合
わ
せ
、
総
計
で
三
四
三
人
か
ら
四
〇
八
人
で
あ
っ
た38

）。

勤
務
は
六
五
組
が
月
番
交
代
で
出
勤
し
た
。
こ
れ
ら
が
区
分
け
さ
れ

て
上
京
・
下
京
の
町
組
を
管
轄
し
た
。
実
際
に
は
六
五
組
が
上
下
で
そ

れ
ぞ
れ
三
三
組
に
分
か
れ
て
廻
番
し
て
い
る
。
上
京
の
場
合
は
表
７
に

示
し
た
よ
う
に
、
規
則
二
条
目
に
規
定
さ
れ
る
持
場
ご
と
の
符
号
が
付

さ
れ
て
い
る
。

廻
番
持
場
は
一
ヶ
月
交
代
で
、
持
場
・
会
所
は
月
番
ご
と
に
毎
月
二

五
日
に

引
き
で
決
め
る
こ
と
し
て
い
る
。
但
し
非
常
時
は
近
く
の
組
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合
で
合
体
し
て
臨
機
応
変
に
組
合
で
対
応
す
る
こ
と
を
平
常
か
ら
準
備

し
て
お
く
こ
と
を
指
示
し
て
い
る
。

警
固
方
は
明
治
二
年
七
月
十
三
日
の
京
都
府
達
に
よ
っ
て
、
元
與

力
・
同
心
、
元
足
軽
、
伏
見
の
同
心
、
無
役
な
ど
を
残
ら
ず
組
み
入
れ

て
編
成
さ
れ
た
が
、
十
三
日
の
御
達
で
は
、
元
与
力
・
同
心
・
足
軽
の

う
ち
無
役
の
者
の
警
固
方
へ
の
組
入
が
申
し
付
け
ら
れ
て
い
る39

）。

一
同
十
三
日
御
達

元
與
力

元
同
心

元
足
軽

右
之
内
当
時
無
役
之
者
ハ
不
残
警
固
方
江

入
組
申
付
候
事
、

但
、
是
迄
願
出
隠
退
罷
在
候
者
も
同
様
入
組
申
付
候
、
自
然

老
病
等
ニ
て
難
勤
も
の
ハ
改
而

可
申
出
事
、

七
月

京

都

府

こ
れ
に
よ
っ
て
、
徳
川
政
権
下
の
元
与
力
・
同
心
・
足
軽
ら
す
べ
て

が
新
政
府
に
登
用
さ
れ
た
こ
と
に
な
る
。
こ
れ
ま
で
に
願
い
出
て
隠
退

し
た
者
に
も
同
様
に
申
し
付
け
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、
新
政
府
の
警
固

方
の
職
務
に
就
く
意
志
が
あ
れ
ば
す
べ
て
可
能
に
な
っ
た
こ
と
を
意
味

表７ 警固方持場一覧

番手 符号 町 組(町数)

一 番 角 上京 二番 五番

二 番 元 上京 壱番 三番

三 番 氏 上京 七番 十八番

四 番 房 上京 十二番 十三番

五 番 心 上京 四番 十番

六 番 尾 上京 八番 九番

七 番 箕 上京 十一番 十五番

八 番 斗 上京 十四番 十七番

九 番 牛 上京 十六番 十九番

十 番 女 上京 二十八番 二十九番

十 一 番 虚 上京 十八番 二十番

十 二 番 危 上京 二十一番 二十二番

十 三 番 室 上京 三十番 三十一番

十 四 番 壁 上京 二十六番 二十七番

十 五 番 奎 上京 二十四番 二十五番

十 六 番 婁 上京 三十三番 下京壱番

十 七 番 胃 上京 三十二番 三十三番

十 八 番 昴 下京 二番 三番

十 九 番 旱 下京 五番 四番

二 十 番

廿 一 番 参 下京 七番 八番

廿 二 番 井 下京 二十四番 二十五番

廿 三 番 鬼 下京 十一番 十五番

廿 四 番 柳 下京 二十二番 三十二番

廿 五 番 星 下京 九番 十番

廿 六 番 髪 下京 十四番 十六番

廿 七 番 翼 下京 十三番 十九番

廿 八 番 軫 下京 十七番 二十番

廿 九 番 木 下京 二十一番 二十三番

三 十 番 火 下京 二十六番 二十八番

三十一番 ち 下京 二十七番 三十番

三十二番 金 下京 十八番 二十九番

三十三番 水 下京 三十一番

備考：前掲岡田家文書による。
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し
て
い
る
。

さ
ら
に
八
月
二
十
八
日
に
は
伍
長
九
人
が
欠
員
と
な
っ
た
の
で
、
そ

の
補
充
の
人
選
が
御
用
掛
り
に
指
示
さ
れ
、
岡
田
良
之
助
は
九
月
朔
日

に
封
書
で
差
し
出
し
た40

）。

一
九
月
朔
日
左
之
通
認
封
書
に
て
差
出
ス
、

伍
長
九
人
欠
跡
被

仰
付
、
各
人
撰
可
申
上
様
御
達
拝
承
仕

候
、
当
今
警
固
方
四
百
有
余
人
之
内
才
之
大
小
高
下
出
中
人

之
上
下
者

壱
人
も
聞
知
之
者
無
御
座
候
間
、
以
中
人
為
制
、

依
而

年
長
之
者
江

被

仰
付
可
然
旨
奉
存
候
、
以
上
、

九
月

岡

田

良

之

助

封
書
の
控
と
見
ら
れ
る
が
、
さ
き
の
七
月
十
三
日
の
達
書
に
よ
っ
て

人
員
は
六
五
組
で
一
手
伍
長
と
平
警
固
方
六
人
の
編
成
で
一
応
充
足
さ

れ
、
こ
の
時
点
で
、
警
固
方
は
四
百
有
余
人
い
た
と
あ
る
。
京
都
の
与

力
・
同
心
、
手
代
な
ど
は
約
五
百
人
い
た
が
、
警
固
方
の
編
成
に
よ
っ

て
そ
の
ほ
と
ん
ど
を
組
み
入
れ
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
と
い

え
よ
う
。

こ
の
後
、
八
月
二
十
八
日
に
至
っ
て
伍
長
の
欠
員
が
で
た
た
め
補
充

を
指
示
さ
れ
、
岡
田
良
之
助
は
九
月
朔
日
に
な
っ
て
、
警
固
方
の
内
か

ら
の
人
選
は
難
し
い
の
で
、
取
り
敢
え
ず
年
長
者
に
申
し
付
け
る
こ
と

が
無
難
で
あ
ろ
う
と
進
言
し
た
の
で
あ
る
。

警
固
方
は
編
成
以
後
、
人
員
の
入
れ
替
え
や
欠
員
補
充
、
ま
た
素
行

不
良
者
の
処
罰
・
排
除
を
行
い
な
が
ら
明
治
五
年
十
月
十
三
日
に
羅
卒

と
改
称
さ
れ
る
ま
で
継
続
さ
れ
た
。
警
固
方
の
編
成
は
七
五
〇
人
で
編

成
さ
れ
る
警
察
機
構
の
確
立
に
つ
な
が
っ
て
い
る41

）。

（
三
）
職
務
と
実
務
の
実
態

平
安
隊
は
京
都
府
の
兵
隊
と
し
て
創
設
さ
れ
た
が
、
明
治
二
年
七
月

三
日
に
な
っ
て
職
務
を
市
中
廻
番
と
捕
亡
を
専
務
す
る
こ
と
と
な
り
、

隊
号
も
警
固
方
へ
と
改
称
さ
れ
た
。
七
月
十
二
日
に
は
警
固
方
の
編
成

と
職
務
に
関
す
る
規
則
も
出
さ
れ
た
。

す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
、
一
手
（
一
組
）
を
伍
長
・
警
固
方
お
よ
び

平
警
固
方
で
構
成
し
、
六
五
組
、
総
勢
四
百
有
余
人
で
あ
っ
た
が
、
警

固
方
の
職
務
も
市
中
の
巡
廻
と
乱
暴
者
の
取
締
・
捕
縛
で
、
平
安
隊
の

職
務
と
ほ
ぼ
同
じ
で
あ
っ
た
。
廻
番
は
六
五
組
が
番
手
ご
と
に
上
京
と

下
京
に
分
か
れ
て
行
い
、
持
場
も
一
ヶ
月
で
交
代
す
る
こ
と
と
な
っ
て

い
た
。
持
場
は
表
５
・
表
６
に
示
し
た
が
、
担
当
の
番
手
方
が
持
場
内

の
町
組
を
巡
廻
し
た
。

七
月
十
二
日
の
口
達
で
は
、
持
場
会
所
は
毎
月
二
十
五
日
に

取
で

決
め
る
こ
と
が
指
示
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
は
七
月
二
十
七
日
に
な
っ

て
「
廻
町
持
場

取
ニ
而

定
」
が
出
さ
れ
、
確
認
さ
れ
て
い
る
。
定
に

は
、
勤
務
の
奇
と
偶
も

取
で
き
め
る
こ
と
が
規
定
さ
れ
て
い
る
が
、

他
に
廻
町
用
の
蝋
燭
一
ヶ
月
分
は
前
月
の
晦
日
に
渡
さ
れ
る
こ
と
、
御

一
七
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手
当
金
（
御
用
掛
り
五
両
、
助
役
三
両
、
伍
長
二
両
）
は
毎
月
二
十
八

日
に
渡
さ
れ
る
こ
と
、
な
ど
が
定
め
ら
れ
て
い
る42

）。

実
際
の
職
務
は
廻
番
の
ほ
か
出
火
の
節
の
出
動
、
公
事
宿
預
ヶ
の
者

等
の
護
衛
な
ど
が
あ
っ
た
が
、
旧
幕
府
の
与
力
・
同
心
で
あ
っ
た
こ
ろ

の
役
務
・
勤
務
に
伴
う
悪
弊
を
行
う
者
も
い
た
。
十
月
二
十
三
日
の
達

書
に
は
、
こ
の
「
弊
習
」
を
改
め
る
よ
う
に
と
の
諫
言
と
厳
禁
を
申
し

渡
し
て
い
る43

）。

一
十
月
）

同
廿
三
日
達

元
組
よ
り
被
召
出
候

官
員

御
扶
助
人
江

其
身
分
之
儀
者

旧
幕
府
よ
り
俸
禄
宛
行
有
之
候
処
、
御
一
新
之

折
柄
俄
ニ
糊
口
之
手
段
ニ
絶
候
ニ
付
、
格
別
厚
キ
御
憐
愍
を
以

先
差
当
り
御
扶
助
扶
持
被
下
置
候
、
然
ル
処
未
ニ
元
之
足
軽
等

ニ
至
り
候
而
者

旧
幕
中
よ
り
株
と
唱
、
互
ニ
家
名
売
買
、
甚
し

き
ニ
至
り
候
而
者

町
人
共
江

受
渡
或
ハ
質
入
等
之
悪
弊
有
之
、

御
一
新
後
尚
其
弊
習
不
改
者
も
有
之
無
謂
事
ニ
付
、
此
度
取
調

夫
々
所
置
申
付
候
、
将
亦
方
今
之
御
政
躰
ニ
而
者

天
下
一
統
人

材
を
以
御
登
庸
有
之
次
第
ニ
付
、
前
段
株
抔
之
儀
ハ
堅
ク
禁
止

候
条
旁
篤
与

相
考
、
心
得
違
有
之
間
敷
候
事
、

十
月

京

都

府

こ
こ
に
は
洛
陽
隊
か
ら
平
安
隊
・
警
固
方
が
、
徳
川
政
権
の
解
体
に

よ
っ
て
困
窮
し
て
い
た
徳
川
政
権
の
与
力
・
同
心
ま
た
足
軽
ま
た
地
役

人
ら
を
呼
び
出
し
て
官
員
と
し
て
「
登
庸
」（
登
用
）
し
て
編
成
さ
れ

た
こ
と
、
ま
た
そ
れ
が
新
政
府
の
「
格
別
厚
キ
御
憐
愍
」
に
よ
る
御
扶

助
人
と
し
て
の
取
り
扱
い
で
あ
っ
た
こ
と
を
明
記
し
て
い
る
。
そ
れ
ゆ

え
に
、
旧
来
の
よ
う
に
株
と
し
て
家
名
を
売
買
し
た
り
、
町
人
と
の
間

で
何
ら
か
の
「
受
渡
」
や
質
入
な
ど
を
行
う
者
も
お
り
、「
御
一
新
」

も
そ
れ
を
改
め
な
い
者
も
い
る
の
で
、
こ
れ
を
取
り
調
べ
、
今
後
は
株

の
売
買
な
ど
の
悪
弊
は
厳
禁
す
る
の
で
、
心
得
違
い
の
な
い
よ
う
に
と

い
う
達
で
あ
る
。

こ
れ
に
よ
る
と
、
旧
来
の
慣
例
の
ま
ま
平
安
隊
・
警
固
方
の
勤
務
に

就
い
て
い
た
者
が
い
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
元
与
力
・
同
心
ら
は
新

政
府
の
も
と
で
も
大
き
な
職
務
の
変
更
が
な
か
っ
た
た
め
に
、
市
中
の

廻
番
や
取
締
の
際
に
町
人
ら
に
対
し
同
じ
勤
務
態
度
で
接
し
て
い
た
こ

と
を
示
し
て
い
る
。
十
月
七
日
と
二
十
日
に
、
警
固
方
中
郷
真
次
郎
と

弟
の
警
固
方
中
郷
勝
次
郎
が
謹
慎
さ
せ
ら
れ
、
ま
た
警
固
方
か
ら
差
し

除
か
れ
た
事
例
は
こ
の
悪
弊
の
故
で
あ
っ
た44

）。

真
次
郎
は
、
弟
勝
次
郎
が
七
月
に
府
の

獄
方
か
ら
渡
さ
れ
て
い
た

非
常
の
印
鑑
を
伯
父
小
田
屋
隼
之
助
に
貸
し
渡
し
、
角
力
見
物
に
行
か

せ
た
が
、
そ
こ
で
出
役
の
者
に
見
と
が
め
ら
れ
印
鑑
を
取
り
上
げ
ら
れ

た
の
に
、
伯
父
が
角
力
場
で
誰
か
に
印
鑑
を
渡
し
た
と
言
っ
た
こ
と
に

対
し
て
十
分
に
糺
さ
ず
、
し
か
も
事
実
と
異
な
っ
た
届
書
を
代
筆
し
て

差
し
出
し
て
い
た
。
こ
れ
に
対
し
て
、
京
都
府
は
十
月
七
日
付
け
で
真
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次
郎
に
五
日
間
の
謹
慎
を
命
じ
、
こ
の
悪
弊
の
首
謀
者
勝
次
郎
に
対
し

て
は
、
京
都
府
が
十
月
二
十
日
に
警
固
方
か
ら
の
差
し
除
け
と
、
禁
錮

一
ヶ
年
を
申
し
渡
し
て
い
る45

）。

警
固
方

中

郷

勝

次

郎

其
方
儀
当
府

獄
方
ゟ
相
渡
置
候
非
常
之
印
、
去
ル
朔
日
以
来
伯

父
小
田
屋
隼
之
助
江

貸
渡
遣
居

角
力
無
洩
見
物
為
致
候
旨
、
右

者

勤
向
江

付
候
印
鑑
ニ
付
大
切
ニ
可
致
ハ
勿
論
之
事
ニ
候
処
、
容

易
ニ
相
心
得
候
段
甚
以
不

ニ
付
警
固
方
差
除
キ
、
壱
ヶ
年
禁
錮

申
付
候
事
、

巳
十
月
廿
日

京

都

府

も
ち
ろ
ん
、
こ
の
よ
う
な
不
心
得
者
ば
か
り
で
は
な
く
、「
胡
乱
之

者
」
の
帯
刀
人
と
抜
刀
人
を
取
り
押
さ
え
た
者
や
、
抜
刀
し
て
乱
暴
し

た
商
店
の
客
人
を
取
り
押
さ
え
た
者
た
ち
に
褒
美
金
が
与
え
ら
れ
た
事

例
も
あ
っ
た
。
警
固
方
は
「
元
来
市
中
乱
暴
人
取
締
之
た
め
出
張
方
兼

而

被
命
候
御
趣
意
ニ
付
、
別
而

厳
重
ニ
奉
努
勿
論
」
で
あ
っ
た
が
、「
中

ニ
者

懶
惰
不
所
行
ニ
打
過
申
者
も
有
之
哉
ニ
相
聞
候
」
と
い
う
状
況
に

あ
っ
た46

）。
懶
惰
で
不
所
行
の
者
も
い
た
が
、
そ
の
遠
因
に
は
警
固
方
が

旧
来
の
与
力
・
同
心
ま
た
地
役
人
ら
で
編
成
さ
れ
て
い
た
こ
と
に
あ
っ

た
。
ま
た
警
固
方
は
徳
川
政
権
の
解
体
に
よ
っ
て
行
き
場
を
失
っ
た
京

都
の
与
力
・
同
心
ら
の
救
済
を
兼
ね
て
編
成
さ
れ
た
が
、
こ
の
後
、
警

固
方
は
明
治
五
年
十
月
十
三
日
に
羅
卒
、
明
治
六
年
に
は
番
人
、
八
年

三
月
に
は
羅
卒
、
八
年
十
二
月
に
巡
査
へ
と
改
編
・
整
備
さ
れ
て
い
く

の
で
あ
る
。

お
わ
り
に

王
政
復
古
か
ら
御
一
新
と
い
う
変
革
は
維
新
政
府
の
成
立
と
な
っ
た

が
、
そ
れ
は
徳
川
政
権
の
解
体
で
あ
り
、
旧
来
の
京
都
市
中
の
治
安
維

持
体
制
の
解
体
で
あ
っ
た
。
維
新
後
の
洛
中
・
洛
外
は
治
安
維
持
体
制

の
消
滅
し
た
状
態
に
あ
り
、
新
政
府
は
そ
の
早
急
な
回
復
と
整
備
を
行

う
必
要
が
あ
っ
た
。
そ
の
た
め
の
要
員
と
し
て
元
与
力
・
同
心
ら
が
登

用
さ
れ
た
。

こ
の
動
き
は
新
政
府
・
京
都
府
が
独
自
の
「
土
着
不
同
之
兵
」
と
す

る
兵
隊
を
創
設
し
て
、
京
都
市
中
と
山
城
国
全
域
の
土
地
を
守
衛
す
る

目
的
と
、「
主
君
」
を
失
っ
て
職
場
と
生
計
の
手
段
を
喪
失
し
て
新
た

な
職
場
を
求
め
て
い
た
与
力
・
同
心
ら
の
目
的
が
一
致
し
た
結
果
で
も

あ
っ
た
。
洛
陽
隊
・
平
安
隊
か
ら
警
固
方
の
編
成
が
そ
れ
で
あ
る
。
こ

の
点
は
明
治
二
年
十
一
月
三
日
の
京
都
府
「
御
達
」
に
も
示
さ
れ
る47

）。

警
固
方
之
義
者

昨
春
徳
川
朝
敵
与

相
成
奉
公
を
失
ひ
候
段
御
憐
察

被
成
下
、
且
者

勤
王
之
志
願
も
有
之
候
ニ
付
格
別
之
御
沙
汰
を
以

一
時
御
救
助
被
成
下
、
先
者

警
固
方
申
付
置
、
猶
人
才
ニ
依
り
御

登
用
ニ
者

相
成
候
処
、

こ
れ
に
よ
る
と
、
与
力
・
同
心
ら
が
徳
川
政
権
の
解
体
に
よ
っ
て

一
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「
奉
公
」
を
失
っ
た
際
に
、
憐
愍
と
勤
王
志
願
の
者
も
い
た
こ
と
か
ら

格
別
の
沙
汰
で
「
御
救
助
」
の
た
め
に
、
警
固
方
を
申
し
付
け
た
と
あ

る
。「
人
才
ニ
依
り
御
登
用
」
に
な
っ
た
と
す
る
が
、
こ
れ
ま
で
の
検

証
か
ら
み
れ
ば
、
人
材
の
不
足
か
ら
近
代
の
警
察
機
構
を
構
築
す
る
に

は
、
基
本
的
に
は
近
世
与
力
・
同
心
体
制
を
継
承
す
る
よ
り
ほ
か
な
か

っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

新
政
府
の
人
材
の
不
足
は
、
明
治
二
年
二
月
三
日
の
廻
達
記
事
で
も

確
か
め
ら
れ
る48

）。

一
二
月
）

同
三
日
廻
達公

事
宿
預
ヶ

七
人

右
昨
朔
日
四
ツ
時
当
府
江

御
呼
出
に
て
、
刑
法
官
江

御
引
渡
相

成
候
事
、

但
御
預
ヶ
人
七
人
共
是
迄
之
通
公
事
宿
同
所
ニ
罷
在
候
事
、

刑
法
官
無
人
ニ
付
備
前
藩
御
雇
同
藩
に
て
護
衛
人
数
壱
人
ツ
ヽ

出
張
之
事
、

但
何
れ
も
無
人
ニ
付
京
都
府
平
安
隊
よ
り
壱
ヶ
所
江

壱
人

ツ
ヽ
是
迄
之
通
差
出
候
様
被
達
候
事
、

右
之
通
ニ
有
之
候
事
、

二
月
二
日

こ
の
廻
達
は
、
警
固
方
の
前
身
平
安
隊
の
者
が
公
事
宿
預
け
人
の
護

衛
を
し
て
京
都
府
刑
法
官
に
引
き
渡
し
た
際
に
、
刑
法
官
が
無
人
で
あ

る
こ
と
、
そ
の
刑
法
官
は
備
前
藩
の
御
雇
人
の
う
ち
一
人
宛
が
護
衛
と

し
て
出
張
し
て
い
た
こ
と
を
指
摘
し
、
そ
こ
に
平
安
隊
か
ら
要
員
を
差

し
出
す
よ
う
に
と
達
し
て
い
る
。

こ
の
事
例
か
ら
も
、
維
新
政
府
は
独
自
の
護
衛
・
警
固
、
治
安
維
持

の
た
め
の
人
員
を
持
た
ず
、「
一
時
御
救
済
」
と
は
い
い
な
が
ら
、
京

都
の
与
力
・
同
心
ら
を
登
用
す
る
意
外
に
手
だ
て
が
な
か
っ
た
と
い
う

の
が
実
情
で
あ
っ
た
。
新
政
府
独
自
の
兵
隊
の
創
設
は
頓
挫
し
た
が
、

た
し
か
に
洛
陽
隊
・
平
安
隊
か
ら
警
固
方
へ
の
編
成
は
徳
川
政
権
の
与

力
・
同
心
体
制
を
明
治
期
警
察
機
構
へ
転
換
・
継
続
し
て
い
た
と
い
え

よ
う
。

註１
）
『
京
都
町
触
集
成
』
第
十
三
巻
、
触
書
三
六
五
。

２
）

京
都
の
与
力
・
同
心
は
大
政
奉
還
・
王
政
復
古
と
と
も
に
、
旧
来
の

自
宅
役
宅
か
ら
立
ち
退
か
さ
れ
て
い
る
。
丹
羽
家
文
書
「
家
族
共
立
退

場
所
書
付
」（
慶
応
四
年
辰
正
月
）、
ま
た
警
固
方
御
用
懸
り
岡
田
良
之

助
「
諸
事
留
書
」（
岡
田
家
文
書
）
に
は
十
一
月
十
五
日
条
に
「
旧
幕

臣
局
々
居
小
屋
之
儀
者

建
来
自
分
達
与
者

乍
申
御
一
新
後
者

官
邸
同
様

之
御
所
置
ニ
相
成
」
と
あ
り
、
旧
来
の
与
力
・
同
心
ら
の
「
居
小
屋
」

が
官
邸
同
様
の
扱
い
と
な
っ
た
こ
と
、
そ
れ
を
勝
手
に
売
却
を
し
て
い

た
者
も
あ
っ
た
よ
う
で
、
心
得
違
い
の
な
い
よ
う
に
と
通
達
し
て
い
る
。

居
宅
の
立
ち
退
き
は
こ
の
「
所
置
」
に
基
づ
い
て
い
る
。

３
）

同
時
に
上
下
京
三
役
・
小
舎
人
雑
色
も
三
藩
の
指
示
に
従
う
こ
と
が

指
示
さ
れ
、
役
所
も
室
町
三
条
上
ル
に
あ
っ
た
上
京
三
役
の
詰
所
（
会
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所
）
で
あ
っ
た
。『
京
都
町
触
集
成
』
第
十
三
巻
、
触
書
三
六
八
。

４
）

維
新
期
の
京
都
の
元
与
力
・
同
心
が
新
政
府
の
巡
査
に
編
成
さ
れ
る

過
程
に
つ
い
て
は
、
今
の
と
こ
ろ
『
京
都
の
歴
史
』
第
五
巻
六
巻
が
よ

く
ま
と
ま
っ
た
叙
述
で
あ
ろ
う
。

５
）

拙
稿
「
徳
川
政
権
の
解
体
と
京
都
の
与
力
・
同
心
」（
佛
教
大
学
歴

史
学
部
紀
要
『
歴
史
学
部
論
集
』
第
四
号
）
も
参
照
さ
れ
た
い
。

６
）
『
続
徳
川
実
紀
』（
以
下
『
続
実
紀
』
第
五
巻
、
慶
応
三
年
十
二
月
十

二
日
の
条
。
同
月
九
日
に
は
「
将
軍
職
御
辞
退
」
の
申
し
出
が
あ
っ
た
。

７
）

こ
れ
ら
に
つ
い
て
は
、
前
掲
拙
稿
「
徳
川
政
権
の
解
体
と
京
都
の
与

力
・
同
心
」
参
照
。

８
）
『
京
都
町
触
集
成
』
第
十
三
巻
、
触
書
三
六
五
。

９
）

同
、
第
十
三
巻
、
触
書
三
六
六
・
三
七
四
。

10
）

同
、
第
十
三
巻
、
触
書
三
七
七
。

11
）

同
、
第
十
三
巻
、
触
書
三
六
四
。
但
し
書
。

12
）
『
京
都
町
触
集
成
』
第
一
三
巻
、
触
書
四
一
四
。

13
）

岡
田
家
文
書
９
『
諸
事
留
書
』（
神
戸
市
立
博
物
館
所
蔵
）。

14
）

歎
願
・
再
勤
願
に
つ
い
て
は
丹
羽
家
文
書
256
「
奉
歎
願
口
上
書
」
ほ

か
参
照
。
な
お
番
号
は
整
理
番
号
。
ま
た
前
掲
拙
稿
「
徳
川
政
権
の
解

体
と
京
都
の
与
力
・
同
心
」
参
照
。

15
）

丹
羽
家
文
書
270
『
元
二
條
城
番
性
名
帳
』。

16
）

岡
田
家
文
書
９
『
諸
事
留
書
』。

17
）

岡
田
家
文
書
９
『
諸
事
留
書
』。
同
記
録
に
よ
れ
ば
、
平
安
隊
の
正

式
の
発
足
は
明
治
元
年
十
二
月
十
五
日
で
、
定
員
四
百
人
で
あ
っ
た
。

18
）

岡
田
家
文
書
９
『
諸
事
留
書
』、『
京
都
町
触
集
成
』（
第
十
三
巻
）

に
は
「
平
安
隊
廻
町
来
ル
廿
一
日
よ
り
相
始
候
条
、
此
段
可
心
得
者

也
」（
触
書
七
三
四
、
二
八
六
ー
七
頁
）
と
あ
る
。

19
）

岡
田
家
文
書
９
『
諸
事
留
書
』、
お
よ
び
京
都
府
触
書
明
治
二
年
三

月
十
四
日
（『
京
都
町
触
集
成
』
第
十
一
巻
）。

20
）

岡
田
家
文
書
９
『
諸
事
留
書
』。

21
）

前
掲
『
諸
事
留
書
』。

22
）
『
京
都
武
鑑
』（
京
都
市
総
合
資
料
館
）
参
照
。

23
）

前
掲
拙
稿
「
徳
川
政
権
の
解
体
と
京
都
の
与
力
・
同
心
」
参
照
。

24
）

岡
田
家
文
書
９
『
諸
事
留
書
』
明
治
元
年
十
二
月
十
五
日
条
、
お
よ

び
『
京
都
町
触
集
成
』（
第
十
三
巻
）、
触
書
七
三
四
参
照
。

25
）

断
獄
方
は
明
治
元
年

に
設
置
さ
れ
た
。
表
４
参
照
。『
京
都
町
触

集
成
』（
第
十
三
巻
）。

26
）

岡
田
家
文
書
９
『
諸
事
留
書
』
明
治
元
年
十
二
月
二
十
日
条
参
照
。

27
）

同
、
同
年
十
二
月
二
十
日
達
参
照
。

28
）

同
、
明
治
二
年
二
月
十
三
日
条
。

29
）

同
、
同
年
二
月
二
日
条
。

30
）

同
、
同
年
五
月
二
十
二
日
条
。

31
）

同
、
同
年
六
月
三
日
条
。

32
）
『
京
都
町
触
集
成
』
第
十
三
巻
、『
京
都
の
歴
史
』
第
六
巻
。

33
）

岡
田
家
文
書
９
『
諸
事
留
書
』
明
治
二
年
六
月
十
五
日
条
の
「
口

達
」。

34
）

軍
務
官
か
ら
兵
部
省
の
設
置
は
、
軍
隊
な
い
し
軍
事
機
構
の
ひ
と
つ

と
し
て
の
軍
務
官
の
否
定
で
あ
っ
た
が
、
明
治
六
年
（
一
八
七
三
）
一

月
十
日
に
徴
兵
令
が
発
布
さ
れ
、
維
新
政
府
の
軍
隊
編
成
へ
の
過
程
と

み
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

35
）

岡
田
家
文
書
９
『
諸
事
留
書
』
明
治
二
年
七
月
四
日
条
、『
京
都
町

触
集
成
』
第
十
三
巻
、『
京
都
の
歴
史
』
第
六
巻
。

36
）

岡
田
家
文
書
９
『
諸
事
留
書
』
明
治
二
年
七
月
五
日
条
、『
京
都
町

触
集
成
』
第
十
三
巻
、『
京
都
の
歴
史
』
第
六
巻
。

37
）

岡
田
家
文
書
９
『
諸
事
留
書
』
明
治
二
年
七
月
十
二
日
条
、「
規

一
七
四



則
」。『
京
都
町
触
集
成
』
第
十
三
巻
、『
京
都
の
歴
史
』
第
六
巻
。

38
）

警
固
方
は
七
五
〇
人
の
編
成
と
さ
れ
る
が
、
こ
の
時
点
で
は
平
安
隊

の
四
〇
〇
人
を
継
承
す
る
状
態
と
な
っ
て
い
る
。『
京
都
町
触
集
成
』

第
十
三
巻
、『
京
都
の
歴
史
』
第
六
巻
。

39
）

岡
田
家
文
書
９
『
諸
事
留
書
』
明
治
二
年
七
月
十
三
日
条
。

40
）

同
、
同
年
九
月
朔
日
条
。

41
）
『
京
都
の
歴
史
』
第
六
巻
。

42
）

岡
田
家
文
書
『
諸
事
留
書
』
明
治
二
年
七
月
十
二
日
の
条
。

43
）

同
、
同
年
十
月
二
十
三
日
の
条
の
「
達
」
写
し
。

44
）

同
、
同
年
十
月
二
十
三
日
の
条
。

45
）

同
、
同
年
十
月
二
十
三
日
の
条
。
こ
の
中
郷
真
次
郎
は
、
前
出
の
よ

う
に
、
二
月
十
三
日
に
乱
暴
者
を
捕
縛
し
た
こ
と
で
、
褒
美
金
を
与
え

ら
れ
て
い
る
。

46
）

前
掲
『
諸
事
留
書
』、
そ
の
明
治
二
年
十
一
月
二
十
五
日
の
伍
長
中

に
宛
て
た
「
御
用
懸
り
よ
り
達
」。

47
）

岡
田
家
文
書
９
『
諸
事
留
書
』。

48
）

同
、
明
治
二
年
二
月
三
日
条
。

﹇
付
記
﹈
本
稿
の
作
成
に
当
り
、
岡
田
家
文
書
に
つ
い
て
は
神
戸
市

立
博
物
館
、
丹
羽
家
文
書
に
つ
い
て
は
丹
羽
氏
昭
氏
の
御
高
配
を

得
た
。
記
し
て
謝
意
を
表
し
ま
す
。

一
七
五
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